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ま

， 
え

が

き

筆
者
は
数
年
前
に
、
現
存
す
る
中
園
古
代
の
籍
帳
類
を
可
能
な
か
ぎ
り
網
羅
し
て
録
文
集
を
刊
行
し
h
。
そ
の
内
容
は
敦
埋
と
ト
ゥ
ル
フ

ア

γ
盆
地
の
二
地
域
に
限
ら
れ
、
年
代
的
に
も
十
六
園
時
代
の
西
涼
の

一
粘
'
と
西
貌
大
統
年
聞
の

一
黙
を
除
く
と
、
す
べ
て
唐
代
、
そ
れ
も
殆
ど



七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
中
棄
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
則
天
武
后
時
代
か
ら
玄
宗
の
治
世
を
経
て
大
暦
四
年
を
下
限
と
す
る
盛
唐
中
心
の
時
期
に

か
た
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
武
后
時
代
・
開
元
年
代
・
天
費
年
代
・
大
暦
四
年
の
籍
帳
は
、
一
見
し
て
外
形
的
に
異
り
、
内
容
を
検
討
す
る
と

更
に
相
互
の
類
似
よ
り
も
差
遣
が
目
立
っ
て
く
る
。
敦
爆
の
天
賓
六
載
(
世
相
)
籍
と
次
暦
四
年
(
い
泣
い
)
手
貫
が
、
い
か
に
驚
く
べ
き
記
載
内
容

の
襲
動
と
性
格
の
相
異
を
示
す
か
、
十
数
年
前
の
奮
稿
で
素
朴
な
考
察
を
め
ぐ
ら
し
む
以
来
、

籍
帳
の
年
代
的
饗
化
と
そ
の
背
後
に
あ
る
祉
曾

や
支
配
韓
制
の
饗
質
が
、
い
か
に
連
関
し
て
い
る
か
の
問
題
は
つ
ね
に
筆
者
の
念
頭
を
去
ら
な
か
っ
た
。

幸
な
こ
と
に
最
近
数
年
間
に
籍
帳
研
究
は
長
足
の
進
歩
を
み
せ
、
山
本
達
郎
・
土
肥
義
和
雨
氏
の
精
細
な
論
考
が
現
れ
、
書
式
の
細
部
や
記

載
の
俸
潟
過
程
、
或
い
は
記
事
の
信
愚
性
に
つ
い
て
、
唐
代
籍
帳
に
闘
す
る
認
識
に
は
格
段
の
深
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
同
時
に
新
彊
維
吾
爾

自
治
医
吐
魯
番
地
方
で
古
墳
の
護
掘
調
査
が
推
進
さ
れ
、
西
州
籍
帳
の
新
資
料
が
績
々
護
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
諸
資
料
中
、
録
文
篤
員
が
公
表

さ
れ
た
も
の
は
未
だ
ご
く

一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
も
嘗
代
籍
帳
に
劃
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
董
期
的
に
護
展
せ
し
め
う
る

を
う
か
が
い
、
首
代
史
の
理
解
を
深
め
る

一
助
と
し
た
い
。
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も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
は
開
元
年
聞
の
籍
帳
を
中
心
に
断
巻
の
零
細
な
デ
ー

タ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
嘗
代
の
浩
籍
を
特
徴
付
け
る
政
策
志
向

唐

代

の

造

籍

関
係
細
則
は
戸
部
式

・
計
帳
式
に
規
定
さ
れ
て
い
た

が
、
今
日
で
は
周
知
の
如
く
唐
代
の
令
格
式
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
停
存
し
な
い
。
し
か
し
遁
籍
に
闘
す
る
戸
令
侠
文
と
延
載
元
年
(
六
九
)
1

F

四
年
」
ノ

月
救

・
景
龍
二
年
(
川
旬
)
閏
九
月
敷

・
開
元
一
八
年
(
袋
一
)
一
一
月
整
寸
を
綜
合
し
、
日
本
の
養
老
戸
令
嘗
該
俊
文
と
比
較
す
る
と
、
雨
者
の

類
似
は
著
る
し
く
、
特
に
日
本
が
改
訂
し
た
若
干
の
黙
を
除
く
と
、
制
度
の
大
綱
に
は
共
通
面
の
多
か
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
造
籍

規
定
に
開
し
唐
制
を
考
え
る
参
考
資
料
と
し
て
(
大
賓
)
養
老
戸
令
は
大
き
な
よ
り
所
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

造
籍
の
基
本
法
規
は
戸
令
に
含
ま
れ

な
お
敷
格
に
よ
り
随
時
改
訂
が
施
と
さ
れ
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手
賞

・
計
帳

毎
年
作
成
さ
れ
る
手
貫
と
計
帳
に
つ
い
て
養
老
戸
令
造
計
帳
候
は

九
造
計
帳
、
毎
年
六
月
分
日
以
前
、
京
圏
官
司
(
四
一
日
間
一
)
、
責
所
部
手
賀
、
具
注
家
口
洋
紀
。

、

十

へ

麿
で
は
山
間
書
J

町

弁
額
不
在
所
由
。
牧
詑
、
¢
式
造
帳
連
署
八
月
対
日
以
前
、
申
迭
太
政
官
(省
に
あ
た
る
)

と
規
定
す
る
。
と

の
篠
項
が
手
買
と
計
帳
の
作
製
手
績
き
に
関
す
る
基
本
規
定
で
あ
り
、
唐
制
に
あ
っ
て
も
、
毎
年
各
戸
主
か
ら
戸
口
と
年
齢

若
全
戸
不
在
郷
者
、
即
依
蓄
籍
鴎
寓
、

賦
課
す
べ
き
公
課
額
を
記
入
し
て
中
央
に
申

奏
す
る
と
い
う
制
度
の
枠
組
は
、
共
通
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る。

既
に
仁
井
田
陸
先
生
が
注
意
さ
れ
て
い
る
如
く
、
唐
で
は
計
帳
の
提
出
に

に
関
す
る
申
告
書
(
手
質
)
を
提
出
せ
し
め
、

前
籍
帳
と
照
合
し
つ
つ
官
司
が
計
帳
を
作
製
し

闘
し

有
山作
旧
宮
一
す
、
在

一内
各
有
掛
除
。
(純
一
川
榊
腕
和
)同

と
い

っ
た
期
限
の
規
定
が
あ
っ

た
。
公
式
令
に
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
文
書
計
舎
の
時
期
が
、

事
有
期
舎
、
謂
若
朝
集
使

・
計
帳
使
之
類
、
イ衣
{令
各
有
期。
舎。

「職
制
律
公
事
態
百

F

行
稽
留
篠
疏

」
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凡
天
下
制
殺
計
奏
之
数
、
省
符
宣
告
之
節
、
率
以
歳
移
管
同
断
。

京
師
諸
司
、
皆
以
四
月
一
日
、
納
子
(割
)
都
省
。
其
天
下
諸
州
、
則
本
司

推
校
、
以
授
勾
官
。

勾
官
審
之
、
連
箸
封
印
、
附
計
帳
使
、
納
子
(翻
)
都
省
。
常
以
六
月
一
目
、
(純
白
)
都
事
集
諸
司
令
史
封
一盤。

ヱ
ハ
典
省

一
山間金百
都
省

・
奮
唐
書
百

戸谷
四
三
職
{
呂
志
向
書
都
省

」

の
よ
う
に
六
月
一

日
で
あ

っ
た
か
ら
、

(
廿
六
日
)
に
戸
部
が
計
帳
を
進
奏
し
た
こ
と
が
醤
唐
書
玄
宗
紀
に
見
え
、

同

百
四
十
一
高
九
千
七
百
一
十
二
」
と
記
録
さ
れ
る
か
ら
、
開
元
年
聞
に
計
帳
が
全
園
府
州
か
ら
五
月
中
に
向
書
省
戸
部
へ
届
け
ら
れ
て
い
た
こ

そ
こ

に

開
元

一
四
年
(
対
仁
)
五
月
笑
卯

「今
年
管
戸
七
百
六
寓
九
千
五
百
六
十
五
、
管
口
四
千

一

計
帳
の
入
京
は
遅
く
も
五
月
末
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た。

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
養
老
賦
役
令
計
帳
僚
に

「太
政
市

凡
毎
年
八
月
品
川
日
以
前
、
計
帳
至
、
付
民
部
。
主
計
計
庸
多
少
、

・
・
:
九
月
上
旬
以
前
申
官
(官

)



と
定
め
ら
れ
る
に
射
し
、
遁
典
(
鵬
杭
…
諮
問
)
に
引
く
開
元
賦
役
令
に

諸
課
役
、
毎
年
計
帳
至
向
書
省
、
度
支
配
来
年
事
、
限
十
月
三
十
日
以
前
奏
詑
。
云
れ

と
見
え
る
か
ら
、
女
年
度
の
財
政
牧
支
計
室
旦
を
作
製
提
出
す
る
期
限
も
、

る
。
以
上
に
よ
り
、
手
貫
提
出
H
計
帳
作
製
開
始
及
び
計
帳
申
奏
期
限
に
開
し
、

日
本
で
は
唐
制
よ
り
約
二
個
月
早
く
改
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

わ
が
大
賓
・
養
老
令
が
唐
制
に
大
幅
な
脱
皮
更
を
加
え
、
唐
戸

令
等
と
異
る
日
限
を
規
定
し
た
貼
が
確
か
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
手
績
き
は
唐
制
を
踏
襲
し
た
と
解
し
て
支
障
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
い
わ
い
正
倉
院
文
書
中
に
大
賀
令
時
代
の
計
帳
数
種
が
停
存
し
、

は
、
③
各
戸
主
の
手
買
を
貼
り
縫
い
だ
天
卒
五
年
(
手
一
)
右
京
計
帳
〔
計
帳
手
質
〕、

亀
三
年
(
一
位
)
山
背
園
愛
宕
郡
計
帳
等
〔
計
帳
歴
名
〕
、
@
嘗
年
の
一
圏
全
瞳
及
び
各
郡
内
語
に
わ
た
り
課
戸
・
不
課
戸
・
課
口
・
不
課
口
・
調

時

庸
額
等
を
集
計
し
、
主
計
寮
へ
申
奏
し
た
阿
波
園
計
帳
断
巻
〔
大
帳
・
関
帳
〕
、
の
三
類
型
が
知
ら
れ
て
お
り
、
延
喜
主
計
式
下
に
は
大
帳
式
が

牧
め
ら
れ
@
の
書
式
の
全
容
も
明
ら
か
で
あ
る
。
大
帳
式
の
型
式
や
用
語
を
一
見
す
れ
ば
、
原
形
が
唐
計
帳
式
に
あ
っ
た
貼
は
推
察
に
難
く
な

く
、
具
鐙
的
に
西
貌
瓜
州
数
穀
郡
(
?
)
計
帳
様
文
書
(
⑧
類
型
)
残
巻
の
書
式
・
用
語
と
類
似
貼
を
指
摘
し
得
る
。
同
時
に
日
本
の
@
⑧
と

西
貌
計
帳
様
文
書
一を
比
較
す
る
と
、

ω西
貌
で
は
田
宅
に
閲
す
る
詳
細
な
記
事
を
含
む
の
に
日
本
に
は
無
く
、

ω日
本
で
は
各
人
の
容
貌
の
特

e
p
J
A

イ
ボ

徴
(
黒
子
・
疲
・
涜
等
)
を
注
記
す
る
に
比
し
西
競
は
ζ

れ
を
飲
く
と
い
っ
た
重
要
な
差
異
も
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
唐
代
に
つ
い
て
は
従

来
、
三
年
一
造
の
戸
籍
が
多
数
護
見
さ
れ
た
に
ひ
き
か
え
、
毎
年
作
ら
れ
る
筈
の
計
帳
が
見
出
さ
れ
ぬ
黙
に
不
審
が
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

震
戸
籍
文
書
中
、
公
課
記
事
を
含
む
も
の
が
計
帳
で
は
な
い
か
と
疑
う
設
も
あ
っ
た
向
、
山
本
『
達
郎
先
生
の
研
究
に
よ
り
大
足
元
年
(
J

吋
)
敦

同

煙
雨
脚
戸
籍
等
に
公
課
の
租
調
を
明
記
す
る
賓
例
が
確
認
さ
れ
、
右
の
設
は
否
定
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。

日
本
の
賓
例
を
参
考
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

日
本
の
計
帳
に

③
手
買
を
も
と
に
園
街
で
浄
書
し
太
政
官
に
迭
ら
れ
た
紳
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言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
③
⑧
類
型
の
計
帳
に
関
し
て
唐
・
日
本
商
者
を
念
頭
に
お
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要

大
賀
令
の
注
懇
書
古
記
は
、
「
手
寅
は
、
戸
主
の
造
る
と
こ
ろ
の
計
帳
を
調
う
な
り
」
(
監
縦
一
附
械
)
川
」
注
し
、
養
老
令
の
注
穆

帥

制

令
樟
も
「
手
責
は
、
戸
頭
の
造
る
と
こ
ろ
の
帳
を
い
う
の
み
」
、
同
じ
く
義
解
も
「
手
賞
は
、
戸
頭
の
造
る
と
こ
ろ
の
帳
」
と
同
様
に
解
し
て

こ
こ
で
計
帳
と
手
賓
の
関
係
、

が
あ
ろ
う
。
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お
り
、
手
貫
・
計
帳
雨
語
が
と
も
に

「
計
帳
手
貫
」
③
の
略
稿
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

は
毎
年
一
貫
し
て
作
成
さ
れ
、
造
帳
費
用
と
し
て
ま
と
め
て
毎
戸
一
銭
を
徴
し
て
と
れ
に
充
て
、
完
成
後
の
保
存
期
間
も
同
じ
く
五
比

(五
年〉

で
あ
っ
て
、
一
種
的
な
文
書
と
し
て
扱
か
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
初
唐
の
顔
師
固
が
漢
代
郡
園
の
(
上
〉
計
に
つ
き
、

「
計
は
今
の
諸

州
の
ト
骨
の
ご
と
し
」
と
注
す
る
の
は
(
械
器
…
一
読
航
)噛
日
本
の
大
帳
@
に
相
嘗
す
る
計
帳
の
存
在
を
示
唆
し
、
他
方
章
一
懐
太
子
李
賢
が
後

漢
の
遣
使
奉
計
に
針
し
、
「
計
は
、
人
(
民
〉
庶
の
名
籍
、
い
ま
の
ト
帳
の
ご
と
き
を
い
う
」
と
す
る
(鵡
博
曜
日
九
回
一
儲
建
)ザ
は
、
戸
籍
と
似

た
計
帳
歴
名
③
様
文
書
を
念
頭
に
有
し
た
紋
況
を
察
せ
し
め
る
。
ま
た
吉
田
孝
氏
は
、
唐
律
令
の
手
買
の
語
を
大
賓

・
養
老
律
令
が
計
帳
あ
る

い
は
帳
籍
と
改
め
た
例
を
指
摘
さ
れ
、
日
本
の
律
令
編
纂
者
が
計
帳
の
語
を
唐
と
は
異
な
る
内
容
の
も
の
と
理
解
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
さ

れ
て
い
り
こ
れ
と
思
い
合
さ
れ
る
の
が
現
存
す
る
唐
の
手
買
の
様
相
で
あ
る
。
従
前
知
ら
れ
て
い
た
沙
州
激
埋
鯨
懸
泉
郷
大
暦
四
年
手
買
は
、

一
方
唐
に
お
い
て
も
、
手
責
と
計
帳

基
本
的
に
戸
籍
の
形
式
と
同
様
で
あ
り
、

戸
口
の
嬰
動
を
別
項
に
ま
と
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
又
公
課
の
記
載
も
完
全
に
歓
い
て
い
て
、

一
見
計

-50ー

帳
と
は
全
く
別
物
に
み
え
る
。
し
か
し
戸
口
と
田
土
に
闘
し
、
各
戸
主
の
申
告
手
貫
を
州
官
が
浄
寓
し
た
⑧
様
式
に
割
腹
す
る
文
書
と
み
な
す

高
昌
腕
載
初
元
年
手
質
十
一

黙
の
出
土
が
報
ぜ

伺

ら
れ
、
そ
の
一
部
の
寓
輿
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
首
尾
完
具
す
る
唯

一
例
の
寧
和
才
戸
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

O
周
載
初
元
年
(
一
戦
)一

月
西
州
高
昌
鯨
寧
和
才
手
質

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
文
近
年
吐
魯
番
鯨
ア
ス
タ
ー
ナ
の
古
墓
(
宏
、
叶
〉
玄

白
披
〉
か
ら
、

縫

背
印
、】ノ

1 

戸
主
寧
和
才
翠
拾
建
歳

2 

母
越
翠
伍
拾
京
歳

3 

妹
和
忍
翠
拾
参
歳

4 

右
件
人
見
有
籍

一耐
和
貸
牽
武
拾
武
蔵

5 



6 

姉i
右羅|
件勝|
人翠
主主拾
後伍
死歳

7 8 

合
受
常
部
回

一
段
二
畝
常
国

一
段
一
畝
部
加

一
段

一
畝
語
別

一
段

一

畝

諸

一
段
品
川
歩
居
住
園
宅

北
首
粟
堆

9 

城
北
廿
里
新
興

北
商
目君
定

東

渠

西

道

南

道

10 

城
西
七
里
沙
堰
渠

東

渠

西
張
延
守
南
張
延
守

北
麹
昔耳目亮

11 

城
南
五
里
馬
堆
渠

東
張
沙
弥
子
西
張
阿
仲
南

北

渠

12 

城
西
五
里
胡
腕
井
渠

東

渠

西
麹
文
済

南
渠

13 

(縫、

背
印
)
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膝
、
件
遁
嘗
戸
新
奮
口
(
!
回
段
畝
数
四
至
、
具
欣
如
前
。
如
後
有
入
札

14 15 

告
隠
漏

一
口
、
求
受
違

効
之
罪
。
謹
牒
。

16 

一
風
車
元
翠
萱
@

。
戸
主
寧
和
才
牒

こ
れ
は
載
初
元
年

一
月
の
日
付
け
で
戸
主
寧
和
才
が
提
出
し
た
牒
で
あ
り
、

「
本
戸
の
新
奮
ロ
お
よ
び
団
地
畝
数
・
四
至
を
ま
と
め
て
申
告

一
人
で
も
隠
(
し
た
者
)
・
漏
(
ら
し
た
者
〉
が
あ
る
と
札
告
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
違
放
の

一
連
文
書
中

一
部
分
だ
け
見
ら
れ
る
王
隆

す
る
こ
と
右
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。
も
し
後
か
ら
、

罪
を
蒙
む
る
こ
と
を
い
と
い
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
」

海
戸
の
戸
口
記
載
に
は
、

A
人
に

「
篤
疾
」

「
衛
士
」
と
い
う
疾
献

・
職
査
が
年
齢
の
下
に
記
入
さ
れ
、
寧
和
才
戸
の

「
見
有
籍
」
の
個
所
が

「
見
存
籍
帳
」
と
記
さ
れ
る
如
き
差
異
が
自
に
つ
き
、
又
牒
末
三
行
の
み
紹
介
さ
れ
た
大
女
張
思
別
戸
に
つ
い
て
も
、
寧
和
才
戸
の
彰
@
が
一

同

「弁
L

字
が
加
わ
り
「
漏
」
字
を
脱
す
る
と
い
う
異
同
が
あ
る
。
戸
籍
は
斉
一
な
書
式
で
毎
戸
が
一

様
に
登
載
さ
れ
る
の
と
は
劉

51 

@
と
さ
れ
、

と
い
う
、
含
ま
り
文
句
を
付
す
。



に
は
公
課
の
記
事
が
見
え
な
い
が
、

照
的
に
、
こ
れ
ら
手
買
に
は
各
戸
聞
に
書
式
の
細
部
の
不

一
致
が
目
立
ち
、
こ
れ
が
各
戸
主
の
手
貨
を
連
貼
し
た
様
相
を
物
語
る
。
既
紹
介
分

52 

不
課
戸
や
見
不
職
の
例
し
か
含
ま
れ
ね
の
で
、
も
し
課
戸
見
職
の
ば
あ
い
は
租
調
も
登
載
さ
れ
る
可
能
性

を
否
定
し
得
な
い
。
こ
の

一
連
文
書
は
右
の
三
戸
を
含
む
計
十

一
件
を
連
貼
し

一
七
五
糎
に
達
す
る
巻
子
を
な
す
と
解
説
さ
れ
、
つ
夕
、
め
裏
に

「高
田
臼
」
豚
之
印
」
が
丁
寧
に
捺
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
照
街
で
貼
り
絡
が
れ
た
経
緯
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

従
来
知
ら
れ
て
い
た
抄
州
激
慢
照
大
暦
四
年
手
貫

(
ロ
〉
が
戸
籍
と
等
し
い
記
載
内
容
を
有
し
、

鯨
印
と
共
に
沙
州
都
督
府
印
が
接
さ
れ
て

臨
み
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

い
た

の
に
比
す
る
と
、
本
手
質
(
イ
)
の
特
性
は
明
瞭
で
あ
り
、
夫
々
が
日
本
の
@
計
帳
手
貫
(
イ
)
と
⑧
計
帳
歴
名

〈
ロ
)
に
劉
躍
す
る
と

一

こ
こ
で
参
考
の
た
め
、
故
初
元
年
寧
和
才
戸
手
買
を
も
と
に
州
街
で
(
ロ
〉
形
式
の
手
賀
計
帳
を
作
成
し
た
と
き
の
記
載
を
推
測
し
て
み
る
。

戸
主
寧
和
才
翠
拾
感
歳

母

翠
伍
拾
武
歳

越

レ

hυ
円

μ
h司

河
、

古
川
F
d
ホ
什
口
伝
一J

翠
武
拾
武
歳

姉
羅
勝

翠
拾
伍
歳

妹
和
忍

翠
拾
参
蔵

臆
受
回
伍
拾
萱
畝

小 ;中 :I中 IIT'!小 |

I' ~ !l ~ 1_，-11_11...1 lf 女 lI 竺男 |

不
諜
戸

i言il言|
l子元 1

1語君主
ぺ~ I I帳
1後 II後
1死II死
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五

畝
永
業

五
畝

品川

歩

己
受

品
川歩
居
住
園
宅

四
十
五
畝
二
百
歩
未
受



町出国区
城
北
廿
皇
新
興

東

渠

西

道

南

道

北
曹
君
定

城
西
七
里
沙
堰
渠

東

渠

西
張
延
守

南
張
延
守

北
麹
昔
耳
目
亮

城
南
五
里
馬
堆
渠

東
張
沙
弥
子

西
張
阿
仲

南
門
川
〕
北

渠

城
西
五
里
胡
附
井
渠

東

渠

西
麹
文
碗
開

南

ク百
〆叫

北
世
間
国
菜
堆

か
よ
う
に
手
買
の
第
4
・
7
・
8
及
び

M
J
M
行
を
削
り
、
代
り
に
姉
和
員

・
羅
勝
の
注
記
と
雁
受

・
己
受

・
未
受
の
記
載
を
加
え
、
又
各

人
の
丁
中
別

・
戸
の
課

・
不
課
別
及
び
地
段
の
「
永
業
」
を
記
入
し
、

な
お
四
至
の
空
欄
を
調
査
の
上
う
め
た
筈
で
あ
る
(
門
U
部
分
)
。

戸
口

一 53ー

の
丁
中
別

・
身
分
に
つ
い
て
は
原
手
質
に
記
入
済
み
の
例
も
あ
る
か
ら
、
官
府
で
付
加
す
る
の
は
謀

・
不
課
別
と
受
田
の
己
受
未
受
闘
係
記
事

に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
戸
口
異
動
は
原
手
賓
の
内
容
を
各
人
の
注
目記
と
す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
み
れ
ば
、
嘗
代
の
原
手
買
は
戸
口
と
国

土
に
闘
し
籍
帳
の
基
礎
デ
ー
タ
の
主
要
部
分
す
べ
て
を
提
供
し
て
い
た
と
稿
し
て
過
言
で
な
い
。
新
唐
童
百
由
主
食
貨
志
に

凡
里
有
手
賀
、
募
作
具
民
之
年
興
地
之
閥
幡
、
局
郷
帳
。
郷
成
於
脈
、
堅
持
於
州
、
州
成
於
戸
部
。
文
有
計
帳
、
具
来
事
課
役
以
報
度
九。

と
あ
る
記
事
は
、
手
賓
と
計
帳
に
閲
す
る

一
番
ま
と
ま
っ
た
資
料
と
し
て
必
ら
ず
参
照
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
手
賓
の
寅
例
@
@
を
弁
せ

考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
味
内
容
を

一
層
鮮
明
に
な
し
得
ょ
う
。
す
な
わ
ち
「
歳
終
」
を
基
準
時
黙
と
す
る
と
と
は
、
@
の
萱
月
の
日
付

に
よ
り
確
認
さ
れ
、
か
つ
「
民
の
年
(
齢
〉
」
と
「
地
の
閥
隠
(
闘
記
の
)
」
を
具
す
る
黙
も
@
@
に
明
ら
か
で
あ
る
。
唐
令
に
よ
り
里
正
が
手
質

作
成
に
嘗
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
出
来
上
っ
た
手
貫
計
帳
が
郷
帳
と
呼
ば
れ
る
の
は
極
く
自
然
と
領
ず
け
る
。
但
だ
そ
れ
に
績
く
文
言

(
郷
成
於
豚
J
州
成
於
戸
部
〉
は
、
唐
戸
令
ー
を
要
約
し
た
六
典
(
諮
む
の
記
事
に

毎

一
歳
一
造
計
帳
、
三
年
一
造
戸
籍
。
牒
以
静
成
子
州
、
州
成
子
省
、
戸
部
総
而
領
立
問
。

53 
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と
見
え
る
の
と
劉
照
す
る
と
、
計
帳
で
は
な
く
直
接
戸
籍
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
唐
戸
令
に
は
戸
籍
の
迭
準
や
戸
部
で
の
保

存
期
聞
に
つ
い
て
規
定
が
あ
る

に
反
し
、
毎
年
の
手
質
計
帳
の
上
進
や
首
都
に
お
け
る
保
管
に
つ
い
て
言
及
を
見
な
い
。
こ
れ
は
三
年

一
遣
の

戸
籍
が
園
政
の
重
要
文
書
と
さ
れ
た
に
比
し
、
手
質
計
帳
が
軽
く
扱
か
わ
れ
た
事
情
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
戸
部
で
戸
籍
を
勘
検
す
る
に
は

毎
年
の
帳
が
必
要
で
あ
り
、
前
掲
李
賢
が
後
漢
の
上
計
に
割
腹
す
る
唐
の
籍

・
帳
を
翠
げ
る
例
に
塑
み
、
更
に
日
本
古
代
に
計
帳
歴
名
の
京
進

同

が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
弁
せ
る
と
、
唐
に
お
い
て
も
州
で
浄
寓
さ
れ
た
手
貫
計
帳
が
毎
年
大
帳
型
式
の
計
帳
と
共
に
向
書
省
戸
部
に
迭
ら

れ
た
可
能
性
を
否
定
し
得
な
い
。
只
制
度
の
弛
緩
に
よ
り
計
帳
の
申
奏
が
大
帳
様
の
も
の
に
限
ら
れ
た
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
要
が
あ

ろ
う
。以

上
の
解
穫
に
あ
や
ま
り
な
け
れ
ば
、
唐
制
と
日
本
制
は
ほ
ぼ
左
の
如
く
封
臆
を
示
し
、

(
戸
主
・里
正
)
〈
豚
)

唐

手

賞

|

↓

手

貫

(
郷
帳
)

↓ 
計ι 手前
中長「質 。

〔
計
帳
〕

(
州
)

l

1

1

↓
戸
籍
空
手

一
造
)

一 54ー

(
戸
主
・里
長
)
(
闘
)

日

本

手

質
|
↓
計
帳

(

園

)

(

園

〉

〔
手
寅
〕

l
↓
計
帳
〔
歴
名
〕

1
1
1
1
↓
戸
籍
(
六
年
一
造
)

大
〔
計
〕
帳
(
閥
帳
)

記
載
内
容
に
田
土
を
含
む
含
ま
ぬ
等
の
大
き
な
差
異
は
あ
り
な
が
ら
、
籍
帳
シ
ス
テ
ム
の
枠
組
は
基
本
的
に
踏
襲
関
係
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

2 

良

案

延
載
元
年
(肱
軌
)
八
月
救

(舗
一
綿
一
眼
川
河
川
一
地
調
醐
戸
棚
糊
元
)
川
」遁
典
玲
一
円
食
貨
に
引
く
開
元
廿
五
年
戸
仰
は
同
内
容
の
規
定
で
、



諸
戸
口
計
年
賂
入
丁
・
老
・
疾
、
麿
徴
兎
課
役
、
及
給
侍
者
、
皆
同
開
令
親
良
形
朕
、
以
魚
定
簿
。

有
姦
歎
(ト
作
)
者
、
随
朕
(ト
作
)
良
定
、
以
附
手
貫
。

の
如
く
、
牒
令
が
自
身
で
戸
口
の
年
齢
・
疾
朕
等
を
首
貫
検
し
て
定
め
簿
を
作
れ
と
い
う
。

一
定
以
後
、

不
須
(
牛
作
)
更
良
。
若
疑

鯨
令
の
責
任
で
毎
年
行
な
わ
れ
る
こ
の
首
質
検

は
、
良
定
・
良
開
・
圏
奥
な
ど
と
呼
ば
れ
、
鯨
の
重
要
な
行
事
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
結
果
が
籍
帳
の
改
訂
に
活
か
さ
れ
る
た
て
ま
え
で
あ
っ

た
。
良
定
の
際
作
成
さ
れ
る
帳
簿
が
良
案
で
あ
り
、
日
本
の
養
老
戸
令
造
帳
籍
傑
集
解
に
引
用
さ
れ
た
唐
の
法
例
(
始
以

t
叫
一
男
叶
一
鮮
明
ら
)
に

陳
訴

(ト
的
)
児
籍
年
十
五
、

島
長
年
十
六
。
援
籍
便
嘗
瞬
間
係
、
従
良
乃
合
徒
役
。
州
司
有
疑
、
令
誠
請
報
。
司
刑
剣
、
以
籍
篤
定
、
本
調

貫
年
、
年
有
隠
…
欺
、
准
令
許
良
。
案
(
軒
坪
)
一
定
、
刑
役
無
依
、
未
及
改
錯
之
問
、
止
得
援
案
魚
出
向
。

と
見
え
、
戸
籍
年
齢
に
時
…
款
の
疑
い
あ
っ
て
未
だ
改
訂
さ
れ
ぬ
聞
は
、

良
案
に
依
れ
と
司
刑
(
酬
)
に
よ
り
剣
示
さ
れ
て
い
る
。
現
存
籍
帳
に
も

良
定
の
貫
例
が
見
出
さ
れ
る
の
で
そ
の
内
容
を

一
覧
す
る
む
、

氏

1 

董
思
鼠

2 

郭
思
宗

3 

楊
大
絢

4 

程
思
環

5 

程
庭
破

55 

6 

卑
仙
昭 名

籍
年
齢

丁
中
身
分
等

二
二
歳

白
丁
残
疾

二
二
歳

街

一
九
歳

中

一
六
歳

一
五
歳

一
九
歳

中

土

籍

注

轄
前
籍
年
廿

開
元
二
年
帳
後
良
加
就
貫

穂
前
籍
年
廿
一

開
元
八
年
帳
後
良
加
就
責

務
前
籍
年
廿

開
元
七
年
籍
後
良
滅
就
貫

轄
前
籍
載
品
川

天
資
五
載
帳
後
良
減
就
貫

轄
前
籍
載
廿

天
費
五
載
帳
後
良
滅
就
寅

轄
前
籍
載
十
六

天
賓
四
載
帳
後
良
加
就
貫

d
生

l
l
v
寸

t

唱よ

、
唱
i

コu
一言ロ

良
定
内
容

o
o
-
-
v
n
U
 

1
よ

l

、円
L

Q
d
l
v
n
u
 

-
-
J
L
 

男

7
11〆
FO

--晶

、1
ょ

男

Q
J
l
レ
戸b

-
i

、1
よ

男

Q
d
l
レ
4

'
i

、
司i

男

籍

種

開
元
四
年

慈

恵

郷

開
元
十
年

懸

泉

郷

一 55一

f/ 

天
費
六
載

龍

勤

郷

// // 
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7 

組
明
奉

一一六
4

蕨

白

丁

轄
前
籍
年
廿

大
暦
二
年
帳
後
奥
加
就
貫

0
6

〆
A
生

1
ム、
n
L

大
暦
四
年

懸

泉

郷

の
如
く
、

同

な
お
西
州
の
開
元
十
三
年
籍
断
片
か
と
み
ら
れ
る
小
片
に
み
え
る

U
年
伍
拾
玖
歳

良
(
醐
畔
酌
)
伊
容
貌
を
貫
検
し
年
齢
・
疾
種
等
を
確
認
す
る
こ
と
を
指
し
、

な
れ
ば
「
良
減
」
と
さ
れ
、
「
就
貫
」
す
な
わ
ち
(
従
前
の
ま
ち
が
っ
て
い
た
年
齢
を
改
め
)
貫
年
齢
に
定
め
る
詳
で
あ
る
。

の
「
前
籍
年

O
O」
と
あ
る
年
齢

O
Oを
ど
う
解
す
べ
き
か
、
問
題
に
な
る
。
可
能
性
と
し
て
は

白
丁
准
関
元
拾
年
籍
伍
拾
玖
其
年

〔川

も
、
あ
る
い
は
臼
減
の
例
か
も
し
れ
な
い
。

奥
定
の
結
果
年
齢
が
増
加
す
れ
ば
「
良
加
」
、

逆
に
年
齢
が
若
く

こ
こ
で
、
良
定
注
記

A 

前
籍
時
の
年
齢

B 

奥
定
年
の
年
齢

菊
池
英
夫
氏
は

2
に
つ
き

国

七
年
)
既
に
廿
一
歳
と
さ
れ
て
い
た
が
、
開
元
八
年
の
臼
閲
で
そ
の
誤
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
」
と
さ
れ
、

A
を
採
ら
れ
た
。
帳
(
手
賞
計

の
三
が
考
え
ら
れ
、
筆
者
は
曾
て

7
を
B
(大
暦
二
年
帳
の
後
に
廿
載
を
廿
四
歳
に
訂
正
〉

と
解
し同

「前
籍
年

(
開
元

一 56ー

C 

本
籍
時
の
年
齢

帳
)
と
籍
(
戸
籍
)
は
共
に
年
初
(
正
月
一
日
)
を
基
準
時
黙
と
し
て
作
成
さ
れ
る
。

従
っ
て
某
年
帳
或
い
は
籍
後
の
奥
定
は

該
某
年
の
一
個

年
内
に
行
な
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
掲
七
例
に
つ
き
再
検
討
を
加
え
る
と
、

A
を
と
る
と

1
は
本
籍
で
廿
三
歳
と
な
る
べ
き

で
籍
面
と
一
歳
く
い
ち
が
い
、

6
は
籍
面
の
十
九
歳
と
適
合
し
中
聞
の
良
定
で
加
え
ら
れ
る
飴
地
が
無
く
な
り
、

2
も
良
滅
な
ら
合
う
が
原
文

に
良
加
と
あ
る
の
で
籍
面
の
年
齢
と
矛
盾
す
る
。
文

B
を
調
べ
る
と
、

1
・
2
共
良
加
と
す
る
と
籍
面
年
齢
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

C
に
よ

っ
て
計
算
す
る
と
奥
定
時
の
年
齢
出
演
更
は
前
掲
の
如
く
な
り
、
記
事
と
矛
盾
を
生
ず
る
こ
と
な
く
七
例
に
あ
て
は

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
注
記
の
解
稗
は

C
を
採
用
す
べ
ぎ
貼
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
す
る
と
注
記
の
「
縛
」
と
は
、
前
籍
の
年
齢
を
基

準
に
三
年
後
の
本
籍
の
年
齢
を
推
算
登
録

(
鵜
戦
)
す
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
、
七
名
が
良
定
に
よ
り
年
齢
改
訂
を
受
け
た
時
は
、
前
掲
の

ぃ
。
そ
れ
に
射
し
、



如
く
十
九
歳
が
三
例
で
最
多
、
他
も
十
八

・
十
七
・
十
四
歳
と
十
代
半
ば
か
ら
正
丁
〈
廿
裁
〉
に
な
る
直
前
に
集
中
し
て
い
た
事
情
が
明
瞭
と

な
る
。
こ
の
貼
は
職
員
令
を
要
約
し
た
六
典
…
躍
的
が
豚
令
の
職
掌
と
し
て
良
定
を
規
定
す
る
中
で
、
特
に
五
九
(
や
わ
山
市
九
・
五
九
七
九

八
九
歳
)
を
指
定
す
~
の
に
合
致
し
、
年
齢
訂
正
が
な
か
ん
ず
く
中
男
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
良
案
は
嘗
然
次
年
度
手
貫
計
帳
作
成

に
参
照
さ
れ
、
注
記
が
加
え
ら
れ
嘗
人
の
年
齢
が
書
き
か
え
ら
れ
た
。
年
齢
に
開
し
良
定
の
経
緯
が
右
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
る
に
比
し
、
疾
種

等
に
つ
い
て
は
何
年
の
奥
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
か
注
記
を
歓
く
の
で
未
詳
の
黙
が
多
い
。
し
か
し
現
在
知
ら
れ
る
限
り
の
デ
ー
タ
で
は
左
の

如
く

疾
種

姓

名

年

齢

了
中
等

1 

残
疾

董
思
局

廿
二
歳

升十
四
歳

" 白
丁
、、ノ

死
'-" 

懸大慈開柑
食暦恵元箱
;四四種
郷年 郷年

白
丁

- 57-

2 

痩
疾

安
懐
節

4 

篤 h h 

疾ム入リ
--------弁居、
盲南十

」風詰
蕨曙

令令
狐狐
海嗣
賓宗
四五
十九
歳歳
/ー、
白
丁
'-" 

老
男
(
死
〉

I! 

3 

// 

5 

姐
渠
氏

五
七
歳

丁
寡

開
元
四
年

柳

中

将

残
疾
・
一
媛
疾
は
成
年
男
性
に
集
中
し
、
女
性
は
篤
疾
が
一
例
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
の
黙
は
疾
種
注
記
も
公
課
の
滅
菟
に
関
わ
る
中
・
丁
男
を

特
に
封
象
と
し
て
お
り
、
侍
丁
の
給
付
を
通
じ
親
族
等
の
公
課
免
除
に
か
か
わ
る
篤
疾
に
限
り
女
性
も
問
題
と
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
、
丁
度

岸
俊
男
氏
が
明
示
さ
れ
た
日
本
古
代
籍
帳
の
三
疾
の
現
れ
方
と
符
合
す
る
。
唐
の
良
案
は
未
だ
遺
存
例
を
聞
か
ぬ
が
、

そ
こ
に
は
日
本
の
計
帳

57 

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
容
貌
の
め
じ
る
し
が
注
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
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3 

九
等
定
簿

開
元
州
懸
製
品
皆
答
開
津
職
員
令
を
要
約
し
た
六
奥
闘
に
お
の
記
述
は
、
牒
令
の
職
掌
の
一
環
と
し
て

所
管
之
戸
、
量
其
資
産
、
類
其
強
弱
、
定
魚
九
等
。
其
戸
皆
三
年
一
定
、
以
入
籍
帳
。

の
如
く
一
一
一
年
ご
と
に
管
轄
下
の
戸
を
九
等
に
格
付
け
す
る
こ
と
を
停
ぇ
、
同
じ
く
開
元
戸
令
の
造
籍
笠
宮
要
約
せ
る
六

土

信
僚
に
も

凡
天
下
之
戸
、
量
其
資
産
、
骨
骨
ル
争
。
鰐
健
一
概
『
町
一
問
一
時
十
ι
刊
畑
一
宮
之
。
毎
丁
戸
、
以
仲
年
。
特

一
酬
。
.
造
籍
、
以
季
年
。
組

一版
。.同

と
見
え
、
三
年
ご
と
の
造
籍
の
前
年
に
首
る

子
・
卯

・
午

・
酉
の
年
に
定
戸
が
行
な
わ
れ
る
制
度
で
あ

っ
た
。
戸
等
の
高
低
は
、

差
科
の
先

後
や
戸
税
額
の
多
少
を
規
定
し
た
か
ら
、
園
家
の
牧
奪
に
直
接
か
か
わ
る
要
事
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
蔦
歳
通
天
元
年
七
月
廿
三
日
教
が

「
天
下

百
姓
の
父
母
が
外
縫
別
籍
せ
し
め
し
者
は
、
析
つ
所
の
戸
の
等
第
を
並
び
に
す
べ
か
ら
く
木
戸
と
同
じ
く
し
降
下
す
る
を
得
し
め
ざ
れ
」

と
命

じ
(
崎
潤
蝦
錦
町
計
冊
)判
開
元
十
八
年
十
一
月
の
救
で
「
叫
が
富
商
大
買
は
多
く
官
吏
と
往
還
し
た
が
い
に
相
葱
蝿
し
て
工
干
に
居
ら
ん
こ
と

を
求
む
る
も
、
今
よ
り
以
後
は
更
に
然
す
る
を
得
ざ
れ
」
と
正
し
(
嗣
)
W

更
に
天
賓
元
年
正
月
一
日
改
元
赦
制
は
「
百
姓
の
う
ち
或
い
は
再
骨

丁
多
に
し
て
い
や
し
く
も
規
避
を
な
し
、
父
母
見
在
な
る
に
す
な
わ
ち
籍
を
別
ち
居
を
異
に
す
る
あ
る
」
を
案
じ
(
日
強
襲
想
錯

綜
)
W

天
費
四
載
三
月
放
に
「
今
よ
り
以
後
つ
ね
に
定
戸
の
時
に
至
ら
ば
、
よ
ろ
し
く
鯨
令
に
委
ね
て
村
郷
と
と
も
に
劃
定
し
、
衆
議
に
審
ら
か
に
し

察
す
る
に
資
財
を
以
て
せ
し
め
、
愛
憎
あ
り
て
も
っ
て
高
下
を
な
し
そ
の
虚
妄
に
拘
が
い
均
卒
な
ら
ざ
ら
し
む
る
を
容
さ
ず
、
毎
等
の
う
ち
皆

允
嘗
を
稽
せ
し
め
よ
、
云
々
」
(
問
一
捕
鯨
鮮
に
炉
開
)
問
」
述
べ
る
に
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
、
少
し
で
も
戸
等
を
低
め
よ
う
と
す
る
住
民
と
そ
れ
を

同

岬

チ
ェ
ッ
ク
す
る
賑
官
の
火
花
を
散
ら
す
か
け
ひ
き
の
場
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。
唐
代
の
戸
等
制
を
め
ぐ

っ
て
は
日
野
開
三
郎

・
松
永
雅
生
・

同

刷

西
村
元
佑
・
鈴
木
俊
諸
氏
を
は
じ
め
多
く
の
論
考
が
あ
り
、
制
度
と
質
態
が
可
能
な
限
り
解
明
さ
れ
て
き
た
が
、
具
瞳
的
な
資
産
と
戸
等
の
閲

国

係
は
直
接
の
手
が
か
り
を
見
出
せ
な
か

っ
た
。
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
近
時
紹
介
さ
れ
た
蒲
昌
勝
文
書
は
有
盆
な
事
例
を
提
供
す
る
。
小
型
海
員

し
か
見
ら
れ
ず
筆
者
に
は
剣
誼
困
難
な
個
所
が
少
く
な
い
が
、
参
考
の
た
め
に
左
に
詰
め
る
部
分
を
移
録
し
て
お
く
。

。。FD 
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O
唐
開
元
廿
一
年
(
謙
一
計
'
七
)
十
二
月
西
州
蒲
昌
勝
九
等
定
笠
岡
判
明
一
関
…
向
精
一
一
明
判
官
字
。
)

-
蒲
昌
豚

2 

嘗
鯨
定
戸

右
奉
慮
分
、
今
年
定
戸
、
進
降
須
卒
。
郷
父
老
等
、

逼
朕
過
者
。
但
蒲
昌
小
牒
、
百
姓
不
多
。
明
府
付

郷
城
父
老
等
、
定
戸
口
口
口
口
。
人
無
怨
詞
、

皆
得
均
卒

P

謹
録
献
上
。

3 4 5 6 

r、

後

紋

白
dp

b
 

r、

前

首長

、、J

7 
E章

下

上

戸

戸

8 

戸
韓
君
行
年
七
十
一
老

車
牛
雨
乗

英
薗
潟
合
一
所

部
曲
知
富
年
廿
九

床
粟
建
拾
碩

宅
一
堪

9 

主
円
小
褒
捌
碩

11 10 

戸
宋
克
傍
年
十
六
中

特
牛
大
小
二
頭

蝉
ロ
カ
年
分
五
丁

青
小
褒
伍
碩

宅
一
一
埴

康
粟
拾
碩

菜
薗

一
畝

牽
牛
一
乗

12 

戸
沼
小
義
年
廿
三
五
品孫

弟
思
口
年
十
九

稗
口
口
年
七
十
老

宅
一
埴
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13 

床
莱
拾
碩

14 

戸
張
君
政
年
掛
川
七
術
土

弟
小
口
年
廿
一

白丁

賃
房
住

床
粟
伍
碩

15 

己

上

並

依

将、

r、、

後

飲

右
の
戸
数
合
計
と
各
戸
記
載
上
に
は
計
五
頼
の
蒲
昌
照
之
印
が
接
さ
れ
て
お
り
、
本
断
巻
が
豚
司
注
定
し
て
州
に
上
申
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

同

れ
、
末
行
以
下
は
州
司
の
覆
僻
と
み
ら
れ
る
。
蒲
昌
は
小
鯨
と
記
さ
れ
、
そ
の
正
確
な
戸
口
数
は
未
詳
な
が
ら
二
郷
(
千
戸
)
を
出
な
か

っ
た
で

一
鯨
で
下
上
戸
が
僅
か
四
戸
と
い
う
記
事
も
数
百
戸
の
小
鯨
な
ら
可
能
で
あ
る
。
毎
戸
、
戸
主
名
と
戸
内
の
丁
・
中
男
及
び
部
曲
・

プ

γ
ル
イ

「
其
の
強
弱
を
類
す
る
」
操
作
に
外
な
ら
ず
、

あ
ろ
う
。

(
奴
)
牌
を
登
載
す
る
の
は

宅
・
園
・
車

・
牛
・
穀
物
を
登
録
し
て
あ
る
の
が
「
其
の
資
産

-60ー

を
量
る
」
に
首
る
の
は

一
目
瞭
然
と
い
え
よ
う
。
本
文
書
で
は
、
賎
民
を

一
人
で
も
所
有
す
る
か
或
い
は
丁
男
二
名
の
戸
が
下
上
戸
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
黙
か
ら
下
中
戸
以
下
に
は
一
般
に
賎
民
を
含
ま
ず
、
又
皐
丁
を
原
則
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
資
産
に
闘
し
て
は
園
地
以
外

の
団
地
が
見
え
ぬ
黙
が
ま
ず
問
題
で
あ
り
、
蒲
昌
鯨
で
は
常
部
田
の

口
分
回
は
資
産
に
算
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
嘗
地
の

給
田
制
の
性
格
を
考
え
る
上
で
看
過
し
得
臥
所
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
の
検
討
は
別
の
機
舎
に
ゆ
ず
り
、
既
に
こ
の
文
書
の
紹
介
者
新
彊
維
吾

同

爾
自
治
区
博
物
館
と
西
北
大
同
学
歴
史
系
考
古
専
業
諸
同
志
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
同
じ
下
上
戸
で
も
資
産
の
多
寡
が
甚
だ
し
く
決
し
て
均
卒
と

は
い
え
ぬ
実
情
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。
翌
開
元
廿
二
年
五
月
教
が
、
「
定
戸
の
時
、
百
姓
の
商
戸
に
非
ざ
る
も
の
の
郭
外
の
居
宅
及
び
毎

日

「

冊
府
元
亀
戸同

丁
一
牛
は
も
っ
て
財
貨
の
数
に
入
る
を
得
ざ
れ
」
と
合
す
る

(省
四
八
七
)
の
に
鑑
み
る
な
ら
、
こ
の
流
沙
の
果
の
小
照
の
定
戸
も
唐
帝
圏
全
監

に
通
ず
る
戸
等
制
と
基
本
的
に
共
通
の
枠
組
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
解
し
て
大
遁
あ
る
ま
い
。
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黙
籍
様
(
録
〉

、
-

E
ド
o
，，

前
掲
載
初
元
年
手
買
の
出
土
し
た
同
じ
墓
か
ら
、
「
吉
岡
昌
豚
崇
化
郷
紳
龍
三
年
艶
籍
様
(岨r
ul)
」
と
縫
背
柱
書
の
あ
る
文
書
が
震
見
さ
れ
た
。

従
来
類
例
の
全
く
知
ら
れ
な
か
っ
た
文
書
で
あ
る
が
、
嘗
代
造
籍
と
関
連
深
い
も
の
で
あ
る
貼
は
明
ら
か
故
、
既
紹
介
部
併
を
左
に
移
銭
し
簡

翠
に
検
討
を
試
み
よ
う
。

O
唐
一
押
龍
三
年
(
抗
的
)
西
州
吉
岡
昌
将
起
用
化
郷
貼
籍
様

061 

r、

前

未

紹

介

、._/

1 

合
己
受
田
五
畝
品
川
歩

(
老
男
腕
)

戸
主
曹
伏
食
年
六
十
七

口
大
小
惣
八

中
女

2 
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3 

老
男

丁
萎

小
女

4 

丁
弟
戸
羅
年
六
十

中
男
信
師
年
廿

中
男 白

丁

5 6 

合
己
受
回
一
十
二
畝
品
川
歩

7 

戸
主
曹
英
盆
年
品
川

街
土(

以
下
漏
記
)

丁
男

8 

ロ
大
小
惣
七

9 

戸
主合
康己
蕎 9受
感 田
年一
七十

畝
ガサ
歩

10 

小
男

〆ー、
縫
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11 

口
大
小
惣
七

小
男

術
土

術
土

小
男勅

官衡
土

丁
寡

小
女

中
女

介介介

丁
女

小
女

古賀
男

丁
女

資
女

出
貝
女

女
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12 

合
己
受
回
八
畝
品
川
歩

丁
妻

小
男

、../
小
男

中
男

、、../

本
文
書
に
は
毎
戸
記
事
上
に
高
昌
照
之
印
が
捺
さ
れ
、
文
縫
背
柱
書
に
も
鯨

・
郷

・
年
度
夫
々
の
上
に
計
三
瀬
の
同
印
が
捺
さ
れ
る
。
紹
介
者

13 

戸
主
康
演
潜
年
五
十

14 

口
大
小
惣
八

丁
男

〆ー、

後

未

〆「

未

前

1 

合
己
受
回
一
十
畝
掛
川
歩

2 

戸
主
安
義
師
年
品
川

口
大
小
惣
八
丁
男
一

(畝
)

合
己
受
田

一
十
四
川
市
歩

3 4 5 

戸
主
新
拶
一
一
仙
年
三

6 

口
大
小
惣

小
男

7 

合
己
受
田
五
畝
七
十
歩

8 

戸
主
安
善
才
年
五
十

9 

ロ
大
小
惣
八

了
男
三

10 

丁
男
郭
及
年
川市

〆向、

後

未

紹紹
丁
募

丁
妻

丁
寡

丁
女

丁
妻

丁
女

紹



に
よ
る
と
内
容
は
、
崇
化
郷
安
祭
里
の
「
毎
戸
丁
日
未
授
田
の
括
附
記
録
」
及
び
「
己
に
授
因
さ
れ
た
動
官
・
衛
士
等
毎
戸
の
丁
口
・
土
地
記

録
」
と
さ
れ
、
全
長
二
・
八
七
米
に
達
す
る
残
巻
中
既
紹
介
部
分
は
全
鐙
の
す
J
士
位
に
嘗
旬
。

本
貼
籍
様
(
録
)
の
書
式
は
、
戸
主
及
び
丁

男
・
中
男
の
姓
名
・
年
齢
・
身
分
職
掌
を
明
記
し
、
戸
内
全
口
を
男
女
丁
中
老
小
別
に
人
数
の
細
計
を
辛
け
、
あ
わ
せ
て
己
受
回
合
計
額
の
畝

ヒ
ツ
ジ

教
を
登
載
し
て
い
る
。
神
龍
三
年
は
丁
度
未
の
造
籍
年
に
首
る
の
で
、
新
籍
に
基
づ
き
鯨
政

・
園
政
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
採
録
し
た
の
が
本
文

書
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
丁
・
中
男
の
詳
記
は
筒
貼
(
府
兵
徴
護
〉

と
の
関
連
を
窺
わ
せ
、

又
全
口
類
別
登
録
と
己
受
田
額
の
表
示
は
給
退
団
の

前
提
た
る
を
示
唆
す
る
。
こ
の
文
書
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
手
買
と
同
様
鯨
印
の
捺
さ
れ
る
入
念
な
作
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
曹
英
盆
戸
の
戸

口
類
別
記
事
が
脱
漏
す
る
ほ
か
書
式
の
細
部
の
不
統

一
が
存
し
、
他
方
登
載
者
に
曹
・
康

・
安
の
ソ
グ
デ

ィ
ア
ナ
出
身
の
胡
姓
が
目
立
ち
、
伏

同

食
・
芙
盆
・
演
潜
等
の
名
も
ソ
グ
ド
語
を
聯
想
さ
せ
る
貼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
高
昌
鯨
で
は
来
往
す
る
ソ
グ
ド
人
に
射
し
て
も
、
徴
兵
・
給
田

等
の
黙
で
漢
人
住
民
と

一
律
な
郷
里
支
配
を
既
に
貫
施
し
て
い
た
様
相
が
浮
か
ん
で
く
る
。
西
域
に
属
す
る
西
州
の
籍
帳
に
は
、
唐
の
内
地
の

そ
れ
と
は
異
る
種
々
の
特
徴
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
造
籍
制
度
の
基
本
は
唐
律
令
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
黙
に
何
の
疑
い
も
存
し
な
い
の
で
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企める。
5 

造
籍
年
次

同

同

六
典
等
に
俸
え
る
開
元
令
の
規
定
す
る
丑
辰
未
成
の
遁
籍
年
が
現
存
籍
と
符
合
す
る
か
否
か
は
、
玉
井
是
博
・
鈴
木
俊
氏
ら
の
検
討
を
経

て
、
天
授
三
年
(日
長
寄
元
年
〉

(一一軌
)
J大
足
元
年
(
J
吋
)
の
聞
に
右
の
定
制
が
成
立
し
、
開
元
後
期
に
く
ず
れ
天
質
以
降
は
準
一
獲
さ
れ
な
く

な
っ
た
と
す
る
鈴
木
設
が
一
般
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
読
の
根
擦
は
、
現
存
籍
の
質
例
と
籍
注
に
「
某
年
帳
後
」

「
某
年
籍
後
」
の
表
記

が
あ
る
貼
か
ら
、
某
年
帳
と
注
さ
れ
た
嘗
年
に
は
造
籍
が
無
か
っ
た
と
す
る
剣
断
に
あ
る
。
筆
者
の
管
見
の
範
圏
に
お
い
て
、
確
か
に
敦
埠
籍

帳
は
右
の
剣
断
が
安
賞
す
る
が
、
西
州
籍
帳
で
は

「
某
年
帳
後
」
し
か
現
れ
ず
、
造
籍
年
に
つ
い
て
も
「
某
年
籍
後
」
と
喜
一
か
ず
「
某
年
帳
後
」

と
記
し
て
お
り
、
右
の
基
準
は
適
用
し
得
な
い
。
こ
の
差
は
敦
埠
と
西
州
の
籍
帳
の
書
式
の
相
違
と
認
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
年
次
の
注
記
に
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或
い
は
特
に
造
籍
年
に
限
り
帳
後
と
い
わ
ず
籍
後
と
記
す
(
沙
州
)
の
も

貫
質
に
は
何
の
差
も
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
西
州
籍
の

「
永
昌
元
年
(
拡
似
)
帳
後
死
」
の
語
か
ら
鈴
木
氏
が
永
昌
元
年
(
伺
)
に
造
籍
が
無
か
っ

ー

ヱ

ハ
八
六
J

た
と
認
め
ら
れ
た
黙
は
否
定
さ
る
べ
く
、
西
列
高
畠
豚
で
は
垂
扶
二
年
一
年
成
年
)
籍
の
存
在
が
文
書
に
確
か
め
ら
れ
る
の
で
、
嘗
時
既
に
開
元

令
と
同
規
定
が
貫
施
淫
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
更
に
九
年
遡
る
儀
鳳
二
年
(
炉

乾

)
二
月
廿
四
日
放
が
、
今
よ
り
以
後
省
籍
及
び
州
服
組
加

を
装比仇
せ
よ
と
命
じ
て
い

加
の
で
、
嘗
年
が
造
籍
年
で
あ
っ
た
と
推
断
し
て
よ
い
。
し
て
み
る
と
園
初
の
武
徳
六
年
(
軟
に
恒
)
三
月
に
毎
歳

一

同

遁
帳
・
三
年
一
造
籍
を
定
め
た
と
い
う
所
俸
と
併
せ
考
え
、
唐
朝
で
は
武
徳
六
年
か
ら

一
貫
し
て
開
元
年
代
に
至
る
ま
で
、
規
則
的
に
三
年
毎

際
し
毎
年
作
成
さ
れ
る
手
賞
計
帳
を
と
っ
て
帳
後
と
稽
し
(
西
川
)

の
造
籍
が
励
行
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
、
現
在
そ
れ
に
抵
鰯
す
る
事
寅
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
も
し
右
の
如
く
解
し
て
よ
い
と
す
る
と
、
百
年

「
由
T
J

1

削

以
上
も
縮
い
た
籍
年
の
侮
統
が
開
元
年
聞
に
崩
れ
た
意
味
は
案
外
重
大
と
な
ろ
う
。
天
賓
三
載

一年
一
籍
カ
造
存
し
、
三
年
前
の
開
元
廿
九
年

(
杷
)
一
一
月
放
に
造
籍
に
際
し
州
腕

E

』
普
及
ひ
録
事
参
軍
に
勘
覆
を
加
え
よ
と
命
同
、
同
年
の
造
籍
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
と
の
時
既
に
籍
年

の
定
例
を
外
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
開
元
十
六
年
(
報
)
籍
が
知
ら
判
明
開
元
十
九
年
(
株
)の
造
籍
も
開
元
十
八
年
十
一
月
救
併
に
よ

り
疑
い
な
い
か
ら
、
結
局
開
元
二
十
年
代
に
饗
化
が
生
じ
た
こ
と
と
な
る
。
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6 

籍
帳
閥
連
文
書
概
観

以
上
個
々
に
取
上
げ
て
解
説
を
加
え
た
文
書
類
の
他
に
も
、
造
籍
に
閥
係
深
い
文
書
は
色
々
あ
る
。
現
物
の
遺
存
す
る
も
の
で
は
、
鯨
令
が

同

岡

同

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
王
永
輿

・
西
村
元
佑
・
日
野
開
三
郎
氏

毎
年
中
丁
男
を
差
科
に
注
定
ず
る
差
科
簿
(
色
役

・
雑
循
差
護
霊
帳
)
が
あ
り
、

等
の
研
究
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
遁
典
一
一
に
引
く
開
元
賦
役
令
に

諸
春
季
附
者
、
課
役
並
徴
。
夏
季
附
者
、
免
諜
従
役
。
秋
季
附
者
、
謀
役
倶
免
。
其
詐
冒
隠
避
、
以
免
課
役
、
不
限
附
之
早
晩
、
皆
徴
護

削
刊

首
年
課
役
。
逃
亡
者
附
亦
同
之
。

と
定
め
る
か
ら
、
毎
年
三
・
六
・
九
月
末
に
丁
男
の
括
附
を
内
容
と
す
る
四
季
帳
が
作
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
造
籍
の
参
考
と
し
て
毎



年
の
手
賓
・
計
帳
の
他
に
、
前
籍
以
降
の
戸
口
の
異
動
を
ま
と
め
て
登
録
す
る
戸
口
損
盆
帳
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
日
本
大
賓
令
時
代
の
原
物
の

遺
在
だ
ど
か
ら
推
察
さ
れ
、
ル
コ
ッ
ク
探
検
隊
将
来
の
一
断
片
(
交
河
郡
至
徳
二
載
。
ー
戸
口
跡
は
死

・
新
生
者
の
み
列
記
さ
れ
る
の
で
、
或
い

は
戸
口
損
盆
帳
の
類
か
と
み
ら
れ
る
。
租
庸
調
を
は
じ
め
と
す
る
物
納
公
課
徴
牧
の
掲
の
簿
帳
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
首

代
の
籍
帳
で
戸
口
を
登
載
す
る
手
責
・
戸
籍
に
は
公
課
記
載
は
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
た
形
で
付
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま
川
、
文
書
盟
系
が
公
課
と

戸
ロ
回
宅
に
分
化
す
る
傾
向
が
著
し
い
。
そ
こ
で
公
課
方
面
は
省
略
し
、
以
上
の
べ
て
き
た
所
を
ま
と
め
て
唐
代
の
籍
帳
文
書
類
の
関
係
を
簡

車
に
表
示
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

文

書

名

ヘ

手
貫

・
計
帳

一
計
帳

毎

良

案
四
季
帳

f 一ー一年

給退欠差
回国田科
簿簿簿簿
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一

九
等
定
簿

毎
戸
口
損
盆
帳

三

戸

籍

年
鈷
籍
様
(
銭
)

f

筒
貼
簿

作

製

時

期

作

成

主

僅

正
月
戸
主
手
貫
↓
豚
手
賞
↓
州
手
貫
〔
計
帳
〕

夏

州

計

帳

↓

尚

書

省

戸

部

春

鯨

(

毎

年

小

園

白

H
〉

三
・
六
・
九
・
事

十
二

月

末

臨

春

牒

夏

牒
多

豚
冬

照

子
・
卯
・
午
・

酉
年
十
二
月

鯨
(
三
年
大
図
良
〉

正

月

間

肺

丑
・
辰
・
未
・

成
年
春
州
全
一
遇
、
豚
・
州

・
向
奮
省
戸
部
〉

春春
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隔
制府

州
・
折
衝
府
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開
元
年
間
籍
帳
の
様
相

1 

武
周

・
開
元
初
年
籍
帳
の
弛
緩

則
天
武
后
の
時
代
か
ら
開
元
初
年
に
か
け
て
の
三
J
四
0
年
聞
に
作
ら
れ
、
現
在
利
用
し
得
る
籍
帳
は
全
鐙
と
し
て
甚
だ
乏
し
く
、
左
の
数

制

件
に
と
ど
ま
る
。

イ

周
沙
州
敦
燈
腕い
双
山
都
郷
大
足
元
年
(
J

的

)
籍

唐
沙
州
敦
埠
鯨
一
午
康
郷
先
天
二
年

(日
ト
)
籍

唐
沙
州
敦
埋
鯨
慈
恵
郷
開
元
四
年

(一位
')
籍
抄
録

周

西

州

高

昌

鯨

故

初

元

年

(以
軌
)
手
貫

周
西
川

州

天

授
三
年

(一一軌
)
籍
?

唐
西
州
高
畠
鯨
起
用
化
郷
紳
龍
三
年

(抗
的
)
貼
籍
様
(
録
)

唐
西
州
柳
中
鯨
高
寧
郷
関
元
四
年

(対
牛
)
籍

完
戸

不
完
戸

ロノ、
一オτJ、、ト

戸

戸

O
戸
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戸

四
戸

六
戸

戸

へ既
紹
介
戸

二
戸

{
一部
分
)

O
戸

二
戸

五
戸

戸

(4
臨む

戸

四
戸

右
に
あ
げ
な
か
っ
た

一
戸
未
耐
の
零
細
な
断
片
数
種
を
含
め
、
沙
州
・

西
州
二
地
域
の
数
所
に
ま
た
が
る
相
異
る
年
次
の
諸
断
巻
が
存
す
る
か

ら
、
遺
存
戸
口
数
の
僅
少
な
の
に
比
し
代
表
性
に
は

一
定
の
期
待
が
も
て
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
籍
帳
の
弛
緩
と
い
う
の
は
、
記
載
に
正
確
さ



戸
口
死
亡
率

周
到
き
が
減
少
し
戸
口
や
田
土
の
質
態
か
ら
恭
離
す
る
傾
向
を
い
う
。
以
下
数
項
に
わ
た
り
具
睦
的
デ
ー
タ
を
列
奉
し
よ
う
。

イ

一
七
名
中
四
名
死

間
屯
屯

部
長
命

張氾

ハ
二
四
名
中
三
名
死

王楊
思
言

董
廻
通

ー

九
名
中
二
名
死

寧
和
員

寧
羅
勝

ホ

四
名
中
二
名
死

史
那
惚
盆

史
迦
勤

ト
二

O
名
中
三
名
死

67 

江
抱
義

五
一

歳

一一

一歳

師

六
八
歳

氏

六

一
歳

氏

二
ハ
』
歳

一
六
歳

七
五
歳歳

一
五
歳歳

一
五
歳

白
丁

小
男

前
校
尉

雲
騎
尉

寡寡中
女

老
男

(
中
女
)

(
中
女
)

九
歳

小
男

小
女

小
男

聖
暦
三
年
帳
後
死

右

同聖
暦
二
年
帳
後
死

聖
暦
三
年
帳
後
死

開
元
二
年
帳
後
死

- 67ー

同

右

同

右

(永田国
元
年
帳
後
死
)

r、

同

右

永
昌
元
年
帳
後
死

同

右

開
元
二
年
帳
後
死
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王
盲
禿

季
小
娘

一
六
歳

四
八
歳

衛
士

丁
非

右

開
元
三
年
帳
後
死

同

右
の
如
く
沙
州
で
は
四

一
名
中
七
名
(
一
七
・

一
%
)
、
西
州
で
は
三
二
名
中
七
名

っ
こ
・
九
%
)
が
死
亡
と
さ
れ
る
。
う
ち

ニ
の
み
は
前
一
年

問
、
他
は
す
べ
て
前
三
年
間
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
三
年
間
で
一
七
J
二
二
%
以
上
の
死
亡
率
は
、
古
代
の
平
均
一
蕎
命
の
低
さ
を
考
慮
し
て
も
な

お
驚
く
べ
き
高
率
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
敦
埋
で

一
五

O
年
前
の
西
貌
計
帳
(
?
)
で
は
一
年
間
に
五
二
名
中
二
名
死
亡
合
一
・
八
%
)
、

死
亡
年
齢

一一一、
J
E
t-

四
O
年
後
の
天
賓
六
載
龍
勤
郷
籍
の
三
年
間
に
一
六
三
名
中

一
三
名
死
亡

(
八
%
)
の
数
字
に
比
し
て
も
、

二
J
三
倍
の
高
率
を
示
す
。

全
一
四
名
の
死
者
の
年
齢
は

沙

州、|

。
以
下

西

リ‘11

の
如
く
、
沙
州
の
デ
f
タ
に
不
審
は
な
い
が
、
西
川
で
は
低
年
齢
特
に
十
代
に
集
中
し
て
い
る
貼
が
注
意
を
ひ
き
、

そ
こ
に
偽
籍
の
可
能
性
を

認
め
る
の
で
あ
る
。

逃

走

逃
走
乃
至
浸
落
の
例
は

ハ
戸
主
杜
客
生

妻
馬

氏

男

是
主

女

法
子

四
八
歳

五
七
歳

二
六
歳

二
二
歳

一O
代

二

。
代

衛
士

衛
士
妻

白
丁

中
女

-0 
代

四

O
代

五
O
代

聖
暦
二
年
七
月
程
落

同

左

景
雲
元
年
金
戸
逃
走

右

同

六

O
代

一一

七
O
代

卒

均

四
五
・
六
4

蔵

- 68ー

二
二

・
六
歳



戸
主

妻
某

〈
不
明
衛
士
?
)

r、、
不

ト
(
奮
戸
主
)
覆
記
君

五
九
歳

景
龍
三
年
金
戸
逃
走

明
、../

白
丁

右

垂
扶
二
年
疎
勤
道
行
混
落

同

の
如
く
、
沙
州
の
ハ
で
は
全
九
戸
中
二
戸
、
在
籍
金
廿
四
名
中
六
名

(二
五
%
)

で
は
十
五
戸
百
数
十
名
中
、

が
逃
走
或
い
は
担
落
と
注
記
さ
れ
る
。

天
賓
六
載
龍
勤
郷
籍

戸
主
陰

襲

租

戸

主

劉

感

徳

八
五
歳

老
男

久
親
元
載
全
家
浪
落

延
載
元
載
全
家
混
落

同

弟

(

曹

)

思

欽

四

二

歳

開

元

十

五

載

波

落

の
只
三
例
し
か
浪
落
が
現
わ
れ
ぬ
の
に
比
す
る
と
、

計
u

"unvι
 

籍

八
四
歳

老
男

白
丁

ハ
の
逃
走
は
非
常
に
多
い。

- 69-

他
方
、
新
生
・
括
附
に
よ
る
付
籍
の
例
は
、
沙
州
で
は
イ
の
五
戸
十
三
人
品院
に
射
し

O
、

者
の
減
少
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

一
方
西
州
で
は
ニ

に
漏
付
が

一
、

ハ
の
七
戸

一
八
人
品
駄
に
謝
し
て
も

O
で
あ
り
、
在
籍

へ
に
=
一
名
の
寅
男
女
の
新
附
が
窺
わ
れ
、
ト
に
も

四
歳
小
男
開
元
二
年
帳
後
括
附

四
歳
小
男
先
天
二
年
帳
後
新
生
附

の
如
く
二
名
の
附
籍
が
あ
り
、
こ
の
面
で
は
正
常
な
姿
を
示
し
て
い
る
。

69 

弟
(
王
)
思
忠

男

(
索
)
仁
恵

男
女
数
比

ノ、ロ

男男男

一 一 九

女女女

三 O八

イ

ヘホー

男
一
工

一
女

六

男

一
一
女

三

男
一
七
一
女
二
六

男

一

二

女

八

ト
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の
よ
う
に
、

沙
州
で
は
お
お
む
ね
正
常
で
あ
る
に
反
し
、

西
州
で
は
女
口
の
比
が
高
い
傾
向
を
示
し
、
こ
こ
に
も
若
年
死
亡
過
多
と
一

聯
の
偽

戸
首
口
敏

籍
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。

イ

戸

数五

一ホト

口

数

一
七
↓

二
二
+

四 ぺ;，
.-同

人

m 

01:，1 
ノ、

戸

笛

口
数

一・四
↓
二

・六
十

除

七

二
七
↓

一
八
十

。
一二
・九
↓
二

・五

?

九

一O
↓

九
+ 

一二
・三
↓
三

四

。

¥〆

四

七

不

七

ザ!、、J

四

九

- 70ー

~ 

ノ、

一一一一
↓

二

O
+

四

一ニ
・七
↓
三
・三
+

へ
を
除
く
と
戸
首
口
数
が
異
常
に
小
さ
く
、
し
か
も
除
籍
が
多
い

の
で
更
に
縮
小
傾
向
が
著
し
い
。

へ
(
紳
混
三
年
貼
籍
後
〉
は
例
外
的
に
多
い

が
、
未
紹
介
の
未
授
田
部
分
の
戸
首
口
数
は
よ
り
小
さ
い
可
能
性
が
あ
り
、
西
川
で
は
全
世
に
階
層
分
化
が
進
ん
で
い
て
上
下
の
閉
さ
が
大
き

同
い
の
で
、
た
ま
た
ま
残
存
部
分
に
標
準
よ
り
多
口
の
戸
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
解
し
て
恐
ら
く
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
c

岡

武
后
時
代
に
は
逃
戸
の
増
大
が
杜
命
日問
題
と
し
て
浮
か
び
上

っ
て
く
る
が
、
開
元
初
年
ま
で
の
籍
帳
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
戸
口
減
少
の

額
著
な
傾
向
は

そ
れ
と
撲
を
一

に
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る。

2 

開
元
十
年

〈籍
〉
草
稿
及
ひ
開
元
四
年
籍
抄
録
に
見
え
る
検
括

と
こ
ろ
が
開
元
十
年
沙
州

〈
籍
〉
草
案
の
内
容
は
、
開
元
四
年
ま
で
の
籍
に
現
れ
た
弛
緩
傾
向
と
は
全
く
異
る
様
相
を
示
し
て
い

る。

懸
泉

同

郷

・
莫
高
郷
に
腐
す
と
み
ら
れ
る
嘗
該
文
書
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、

「
と
り
か
え
」
を
意
味
す
る
大
字

「
免
」
の
記
入
が
あ
り
、



原
文
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
個
所
が
目
立
ち
、
末
尾
は
妙
湾
中
断
の
形
で
整
わ
ず
、
同
内
容
重
複
の
二
葉
が
含
ま
れ
、
更
に
本
来
一
連
で
な
い

輔

紙
葉
が
無
造
作
に
連
貼
さ
れ
て
い
る
、
等
の
諸
黙
か
ら
慶
棄
さ
れ
た
草
案
の
類
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
も
と
よ
り
そ
の
史
料
債

値
は
籍
帳
原
本
と
同
一
視
し
得
ぬ
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
部
分
の
内
容
は
原
本
と
相
違
無
く
、
籍
帳
に
准
ず
る
資
料
と
し
て
分
析
の
劃
象
と
す
る

に
支
障
な
い
。
懸
泉
郷
の
分
は
五
断
巻
ハ
う
ち
こ
は
同
内
容
〉
で
七
戸
品
川
二
人
飴
を
含
み
、
莫
高
郷
の
方
は
二
断
巻
、
二
戸
五
名
を
含
む
に
す
ぎ

一
見
し
て
め
だ
つ
の
は
除
籍
に
比
し
附
籍
が
多
い
こ
と
と
兵
役
闘
係
の
注
記
が
頻
見
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
懸
泉
郷
の
七
戸
中
、
死
者
は

二
例
(
老
男
六
五
歳
・
白
丁
三
七
歳
〉
に
劃
し
、
新
生
附
二
例

(
寅
男
三
歳
・
糞
女
三
歳
〉
と
漏
附
三
例
(
小
男
六
歳

・
小
女

一
四
歳
・
小
女
九
歳
)
の
ほ

か
合
貫
附
と
さ
れ
る
一
例
四
名
(
丁
萎
五
O
放
・
衡
土
二
二
歳
・
中
男
一
七
歳
・
中
女
一
九
歳
)
を
算
え
、
全
億
で
七
名
培
え
て
い

る
。
こ
の
合
貫
と

ぬ
が
、

tま

妻
戸
主
郭
玄
防
年
伍
拾
陸
歳歳

年
伍
拾

男
思
宗

男
思
楚

女
伏
力

女
元
上

戸、、、

4
クパ

d

，4 李

年
京
拾
試
歳

年
萱
拾
楽
歳

年
査
拾
玖
歳

年

玖

歳

年
宣
拾
摩
歳

白
丁
下
下
戸
課
戸
見
総

開
元
七
年
籍
後
被
其
年
十
二
月
十
=
百
符
従

丁
妻
等
合
貫
附

-71-

(
関
)

縛
前
籍
年
廿
一
関
元
八
年
帳
後
良
加
就
賞
被
口

衛

士

「

籍

後

被

L

E

(

帳
)

元
七
年
十
二
月
十
三
日
符
従
愈
合
貫
附
開
元
九
年
口

後
奉
其
年
九
月
九
日
格
貼
入

「
年
籍
後
被
」

中
男
彼
関
元
七
年
十
二
月
十
三
日
符
従
象
合
貫
附

{
由
時
合
賀
市
)

中
女
被
関
元
七
年
十
二
月
十
三
日
符
従

一h
什

tl
一

小
女

小
女
関
元
八
年
帳
後
漏
附

71 

女
娘
娘

帥

の
如
く
、
五
六
歳
の
白
丁
戸
主
郭
玄
肪
と
娘
一
人
の
戸
に
、
開
元
七
年
十
二
月
十
三
日
の
符
に
よ
り
妻
李
氏
と
子
息
の
思
宗
・
思
楚
二
名
及
び

歳

小
女
関
元
八
年
帳
後
漏
附

年

玖
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娘

一
人
計
四
名
が
合
貫
附
籍
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
郭
思
宗
下
の
注
記
に
よ
る
と
、
開
元
八
年
帳
後
と
開
元
九
年
帳
後
の
中
聞
に
右
の
合
貫
記

事
が
連
寓
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
文
頭
の
「
被
」
字
を
抹
消
し

「
籍
後
被
」

三
字
を
行
聞
に
補
記
す
る
黙
は
、
内
容
の
饗
更
で
は
な
く
籍
注
の

形
式
を
宵

一
に
す
る
た
め
の
操
作
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
の
書
き
直
し
は
男
子
二
名
の
注
に
の
み
加
え
ら
れ
、

女
子
伏
力
の
注
は
直
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、
木
文
書
が
草
案
に
す
ぎ
ず
以
下
同
様
の
意
味
合
い
で
記
入
を
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
合
貫
に
よ
る
嬰
更
の
時
貼
は
や
は
り
開
元
八

年
帳
後
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
に
は
同
時
に
娘
二
人
が

漏
附
と
し
て
付
籍
さ
れ、

郭
玄
肪
の
戸
は
前
籍
(
開
元
七
年
〉

の
二
名
か
ら

翠
に
八
名
へ
と
口
一
数
が
著
培
し
た
。

嗣

夫
妻

・
父
子
が
別
籍
に
貫
せ
ら
れ
る
の
は
常
態
で
な
く
、
そ
う
な
る
原
因
と
し
て
は
、
武
后
時
代
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
剣
集
中
に
、
情

末
の
凱
離
を
経
て
母
が
楊
州
に
残
さ
れ
宋
里
仁
三
人
兄
弟
が
夫
々
別
の
遁
州

(
甘
州

・
幽
州
・
口
州
)

に
付
貫
徴
兵
さ
れ
て
母
の
老
疾
を
見
舞
う

「
子
を
移
し
て
母
に
従
が
う
は
理
に
お
い
て
疑
が
う
と
こ
ろ
な
し
」
と
い
う

趣
旨
の
決
裁
が
作
ら
れ
て
い
る
例
に
み
る
ご
と
く
、
戦
飢

・
飢
僅
等
に
よ
る

一
家
流
亡

・
離
散
を
契
機
と
す
る
の
が

一
般
で
あ
っ
た
。
右
の
剣

中
に
「
倶
に
過
貫
に
需
き
並
び
に
軍
固
に
入
る
。
各
お
の
憲
章
に
限
ま
れ
観
謁
す
る
に
由
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戸
令
は
謹
州
か
ら
他
州
へ

同

の
移
住
を
禁
じ
、
特
に
兵
士
に
徴
鼓
さ
れ
て
い
る
三
人
兄
弟
は
法
に
よ
り
移
居
を
許
さ
れ
ぬ
た
て
ま
え
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
老
母
に
侍

こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
何
と
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
申
請
に
射
し
、

-72ー

す
る
た
め
母
の
住
所
に
合
貫
す
べ
し
と
剣
し
て
い
る
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、

家
族
倫
理
に
根
援
を
も
っ
親
腐
の
合
貫
は
、
園
法
や
軍
事
的
配
慮

に
も
優
先
す
る
問
題
で
あ

っ
た
。
郭
玄
防
戸
の
ば
あ
い
は
、
妻
子
が
他
地
域
に
附
籍
さ
れ
た
形
跡
が
み
え
ず
、
同
郷
内
の
別
貫
で
あ
っ
た
と
す

る
と
意
識
的
作
偽
の
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
妻
と
二
男
一
女
が
郭
玄
防
戸
に
合
貫
さ
れ
た
の
は
、
開
元
八
年
に
お
け
る
州
将

官
に
よ
る
検
括
の
結
果
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

倒

開
元
十
年
籍
草
案
の
こ
の
検
括
合
貫
例
を
念
頭
に
お
く
と
、
本
草
案
と

一
括
し
て
紙
背
利
用
さ
れ
て
い
る
開
元
四
年
慈
恵
郷
籍
抄
録
に
爾
見

す
る
楊
法
子
戸
の
ば
あ
い
も
、
開
元
八
年
の
豚
官
の
調
査
に
際
し
奮
籍
の
雨
貫
が
チ
ム
ツ
ク
さ
れ
抄
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ

嗣

る
。
楊
法
子
戸
に
関
す
る
記
事
は
衣
の
ご
と
く
、



③
9
1日
行

戸
主
楊
法
子

母

王

年
参
拾
玖
歳

年
柴
拾
参
歳

衡
土
下
下
戸
課
戸
見
不
輸

寡

一
十
四
畝
永
業

萱
拾
伍
畝
己
受

合
態
受
回
萱
頃
参
拾
萱
畝

一
畝
居
住
園
宅

一
頃

一
十
六
畝
禾
受

一
段
萱
拾
態
畝
、
氷
業
城
東
廿
星
千
渠
東

一
段
萱
畝
居
住
園
宅

ヰヒ

西

南

n
lu内
は
推
補
〉

。1
1
刊
行

戸
主
楊
法
子
年
参
拾
玖
歳

衛
士
下
中
戸
課
戸
見
不
輪

萎

陰

年

参

拾

陸
放

衛
士
妻

男

乾

笠

年

捌

歳

小
男

女
娘
子
年
萱
姶
武
蔵

小
女廿

畝
永
業

参
拾
玖
畝
巳
受

同
一
塁
ス
回
萱
一頃
牽
畝

六
十
二
畝
未
受

一凶
一
言

犀

畝

主

要

廿

里

千

渠

一川

一段
萱
拾
武
畝
M
M日
付
城
東
廿
里
千
渠
東
場
義
節
西
楊
通
仁
南
道
北
白
田

一
十
九
畝

u
分
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東
渠
西
渠
南
陰
思
際
北
渠

一
段
萱
拾
参
畝
ロ
分
城
東
廿
隻
千
渠
東

西

南

北

@
に
は
母
と
二
名
、
@
に
は
妻
子
と
四
名
で
付
籍
さ
れ
て
い
る
。
同
姓
同
名
・
同
年
齢
・
共
に
衛
士
の
楊
法
子
が
同
名
異
人
で
な
く
、
同
一
人

に
登
載
さ
れ
る
か

に
他
な
ら
ぬ
黙
は
疑
問
の
録
地
が
な
い
。
本
ケ
l
ス
は
雨
貫
の
際
、
戸
等
が
い
か
に
定
め
ら
れ
る
か

(
③
下
下
戸

・
0
下
中
戸
)
、
巳
受
田
が
い
か

等
の
興
味
あ
る
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
。
同
じ
慈
恵
郷
内
の
雨

貫
で
あ
る
か
ら
、
民
戸
の
側
の
意
識
的
偽
籍
の
範
暗
に
入
る
貼
は
明
ら
か
で
、
恐
ら
く
楊
法
子
が
成
丁
と
な
り
婚
姻
し
た
時
貼
で
別
に
一

戸
を

作
り
登
籍
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
土
に
つ
い
て
は
永
業
の

一
四
畝
一
筆
が
、
二
個
所
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ら
し
く
、

@
に
園

宅
が
無
い
の
も
同
戸
商
貫
と
す
れ
ば
嘗
然
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
右
の
解
緯
が
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
、
開
元
四
年
慈
恵
郷
籍
抄
録
と
呼
ん

(
③
永
業

一
四
畝
+
園
宅
一
畝

・
。
永
業
二

O
畝
+
口
分
一
九
畝
)
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で
き
た
も
の
は

買
は
開
元
四
年
に

書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
同
八
年
以
降
の
検
括
に
際
し
奮
籍
(
開
元
四
年
籍
)
か
ら
関
係
部
分
を
抄
録
し

た
も
の
と
い
う
と
と
に
な
る
。
@
に
楊
法
子
に
績
い
て
登
載
さ
れ
る
王
妙
智

・
余
善
意
戸
の
場
合
も
、
こ
れ
と
関
聯
し
て
検
討
す
る
に
値
し
ょ

う「
HY
1
ム
}

ー
に
U

4
1

{
1
 

戸
主
王
妙
智
年
伍
拾
陸
歳

女
楊
王
王
年
萱
拾
捌
歳

戸
主
余
善
意
年
捌
拾
萱
歳

孫
男
伏
保
年
武
拾
萱
歳

年
萱
拾
捌
歳

保
妻
楊

E十

租

寡

先
天
二
年
籍
後
出
嫁
入
練
内
激
爆
郷
臨
池
里
戸
主
張
有
仁
篤
萎

中
女
関
元
三
年
帳
後
出
嫁
入
皇
内
戸
主
余
善
意
孫
男
伏
保
震
妻

老
男
下
中
戸

課
戸
見
稔

白
丁

丁
妻
関
元
三
年
帳
後
安
里
内
戸
主
王
妙
智
女
楊
王
王
篤
妻

- 74ー

石

本
来
の
戸
籍
の
書
式
で
は
、
戸
口
が
逃
走

・
出
嫁
等
で
居
な
く
な
っ

た
ば
あ
い
、
嘗
戸
の
受
田
の
虚
置
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
、
開
元
四
年
西
川

帥

柳
中
牒
籍
の

戸
主
大
女
白
小
向
年
拾
玖
歳

年
建
拾
捌
歳

母
季
小
娘

萱
段
態
拾
歩
居
住
園
宅

中
女
代
母
貫
下
下
戸

不
課
戸

丁
寡
開
元
参
年
帳
後
死

右
件
萱
戸
放
良
其
口
分
目
先
被
官
牧
詑

制

或
い
は
天
質
六
載
激
憧
鯨
龍
勤
郷
籍
の

戸
主
陰
襲
租
載
捌
拾
伍
歳
老
男

久
親
元
故
金
家
波
落

合
醸
受
田
伍
拾
萱
畝
並
未
受

下
中
戸
空
不
課
戸



の
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
団
地
記
事
を
歓
く
王
妙
智
戸
の
記
事
二
行
は
開
元
四
年
籍
の
該
戸
記
載
の
全
部
で
は
あ
り
え
ず
、
必
要
な
二
行
の
み

抄
出
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
余
善
意
戸
が
も
と
も
と
隣
接
登
録
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
乏
し
く
、
出
嫁
先
を
併
せ
示
す
た
め
本
来
離
れ

て
登
載
さ
れ
て
い
た
の
を
績
け
て
抄
録
し
た
と
推
測
し
て
あ
や
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
る
杜
客
生

・
氏
名
不
詳
某
戸
共
に
「
全
戸
逃
走
」

の

注
記
を
伴
う
黙
を
併
せ
み
る
と
、
開
元
四
年
慈
恵
郷
籍
は
後
の
戸
口
一
検
括
に
際
し
、
前
籍
帳
の
書
類
馳
検
が
賞
施
さ
れ
問
題
の
あ
る
戸
口
嬰
動

を
含
む
個
所
の
み
を
抄
録
し
、
籍
帳
訂
正
の
参
考
・
控
え
に
使
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
の
移
動
注
記
を
通
じ
て
検
括
が
多
面
に
わ
た
り

一

郷
内
の
数
十
人
以
上
を
封
象
に
把
え
た
情
況
を
察
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
解
し
て
は
じ
め
て
、
同
籍
に
ま
つ
わ
る
不
審
事
項
の
数
々

同

ー
ー
ー
維
背
注
記
が
あ
り
な
が
ら
内
容
不
連
績

・
本
来
存
す
べ
き
記
載
の
脱
落

・
己
受
田
集
計
と
各
筆
記
事
の
不
一
致
等
ー
ー
が
矛
盾
な
く
説
明

さ
れ
得
ょ
う
。

3 

開
元
十
年

〈
籍
〉

草
稿
に
見
え
る
徴
兵

- 75ー

開
元
十
年
懸
泉
郷
〈
籍
〉
草
案
の
注
記
を
通
じ
、

首
時
廿
一

歳
の
郭
思
宗
及
び
廿
四
歳
の
楊
守
忠
が
衛
士
に
黙
入
さ
れ
、
ま
た
五
七
歳
の
超

糊

え
ら

玄
表
が
衛
士
十
周
己
上
と
し
て
間
〔
筒
〕
び
放
出
さ
れ
白
丁
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
同
年
莫
高
郷
?
〈
籍
〉
草
案
か
ら
五

O
歳
の
王
寓
蓄
が
浪

落
に
よ
り
衛
土
か
ら
放
出
さ
れ
て
白
丁
と
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。

こ
れ
ら
の
諸
例
は
み
な
開
元
九
年
九
月
九
日
格
を
奉
じ
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、
同
日
付
け
の
衛
土
の
貼
入
と
放
出
に
関
す
る
重
要
な
施
策
を
内
容
と
す
る
格
に
よ
り
、
敦
埋
で
も
多
数
の
徴
兵

・
除
隊
の
質
施
を
み
た
の

で
あ
る
。
目
下
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
本
格
に
関
す
る
文
献
所
俸
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
九
月
九
日
に
設
布
さ
れ
た
衛
士
を
封
象
と
す
る

行
政
命
令
は
、
成
蓄
を
な
す
法
典
の
格
で
は
な
く
、
嘗
代
に
簡
貼
格
と
よ
ば
れ
た
類
の
救
令
で
あ
ろ
う
。
開
元
十
年
籍
は
、
十
年
正
月
か
ら
沙

州
で
造
籍
に
着
手
し
同
三
月
末
ま
で
に
三
本
を
完
成
す
る
戸
令
の
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ

の
草
案
は
周
年
春
作
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
前

年
九
月
九
日
の
格
が
、
三
千
七
百
絵
里
を
距
て
る
敦
埠
に
お
い
て
も
即
時
に
励
行
さ
れ
、
同
年
末
ま
で
の
約
三
個
月
聞
に
貼
入
と
簡
出
が
相
首

人
数
に
わ
た
っ
て
貫
一
施
さ
れ
た
こ
と
を
確
か
め
得
る
。
天
費
十
載
(
べ
伺
)
ご
ろ
と
み
な
さ
れ
る
激
爆
豚
差
科
簿
に
登
山
警
せ
れ
る
衛
士
の
人
数
と

75 
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年
令
を
調
べ
る
と
、
開
元
九
年
に
廿
一

J
廿
四
歳
で
あ
っ
た
は
ず
の
街
土
が
前
後
の
年
代
の
衛
士
に
比
し
数
が
多
旬
、
該
時
黙
に
お
け
る
徴
兵

同

の
規
模
が
さ
わ
だ

っ
て
い
た
こ
と
を
裏
書
ぎ
す
る
。
開
元
八
年
秋
冬
に
は
突
厭
が
甘
州

・
涼
州
へ
侵
冠
し
、
同
年
契
丹
の
摩
兵
に
よ
り
管
州
も

同

震
恐
し
た
。
さ
ら
に
河
曲
六
州
胡
の
大
規
模
な
叛
凱
が
翌
年
に
か
け
て
朔
方
を
騒
が
せ
た
。
唐
は
王
唆
ら
の
率
い
る
討
伐
軍
を
裂
し
、
九
年
秩

倒

に
は
叛
胡
を
執
え
て
凱
を
卒
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
開
元
年
代
に
は
稀
有
の
こ
の
針
外
緊
張
を
背
景
と
し
て
、
玄
宗
は
九
年
正
月
の
詔
で
武

制

土
を
求
訪
し
て
お
り
、
一

隆
六
州
胡
を
討
卒
し
た
時
貼
で
軍
事
力
の
強
化
安
定
を
策
す
格
を
設
し
、
老
兵
の
任
を
解
き
新
衛
士
の
貼
援
を
園

つ

た
と
解
さ
れ
る。

か
か
る
大
規
模
な
衛
士
徴
設
が
西
遜
の
敦
慢
に
お
い
て
可
能
で
あ

っ
た
前
提
に
、
武
后
時
代
以
来
弛
緩
し
て
い
た
人
民
把
握

に
針
し
、
開
元
八

・
九
年
に
至
り
戸
口

の
検
括
に
努
め
た
成
果
が
存
し
た
こ
と
は
推
察
に

か
た
く
な
い
。
す
な
わ
ち
開
元
十
年
籍
に
至

っ
て、

唐
朝
の
戸
口
把
握
は
再
び
強
化
さ
れ
籍
帳
面
に
も
そ
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

あ

と

方1

き
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以
上
敦
煙
を
主
と
す
る
現
存
籍
帳
の
零
細
な
断
片
を
め
ぐ
っ
て
、
唐
代
前
期
の
籍
帳
制
度
を
概
観
し
、
更
に
武
后
時
代
か
ら
開
元
初
年
に
か

け
て
の
籍
帳
の
敗
援
傾
向
と
開
元
八

・
九
年
以
降
に
お
け
る
検
括
ひ
き
し
め
の
貫
態
を

一
覧
し
て
き
た
。
敦
憧
乃
至
吐
魯
番
出
土
資
料
の
徽
覗

計的
の分
数析
字に
はう
左か
の が

如わ
く倒れ

る
右
の
動
向
は

は
た
し
て
唐
帝
圏
全
鐙
の
動
き
と
ど
の

よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
?

嘗
代
の
戸
口
統

戸

数

口

数

神
龍

元

年

(
出
向
)

開
元

一
四
年

(
一
位
)

六

一五、

六

一
四

一七一

四

+
舎
要

八
四

0
0
0
0
通
鑑
二

O
八

七

O
六
、
九
五
六
五

四

一
四

一、

九
七
一
二

答

唐

書

八

通
鑑
二
一
三

通

典

七

醤
唐
辛
一
一
回
八

遇
鐙
二
二
ニ

11 

二
O
年

(1
5
七
八
六

一二
三ムハ

四
五
四
三
、

一二
六
五



天。開
賓元

元天三
年年年

二七 O七四七
年四年四年三

// 

四三フじ

載載年

五七四七 つ
年五年五

八

O
一
、
八
七
一

O

八
四
一
、
二
八
七
一

八
五

五
七
六

四
六
二
八

五
二
ハ

六
典

奮
唐
室
田
三
八

通
鑑
二
一
四

奮

唐

書

九

通
鑑
二
一
五七

通
典

替

唐

書

九

通
鑑
二
一
七

通
典

七

1; 。

八
三
四
、

八
三
九
五

四
八
一
四
、
三
六

O
九

四
八
九

O
、
九
八

O
O

四
五
三
一
、

一
二
七
二

五
0
年
間
で
四
十
数
%
の
戸
口
増
は
卒
均
年
増
加
率
一
%

弱
と
い
う
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
漸
墳
で
あ
り
、

そ
れ
が
牢
世
紀
も
持
緩
し
た
所
に
中
園
史
上
稀
有
の
相
射
的
安
定
期
た
る
盛
唐
の
祭
華
が
も

九

O
六
、
九
一
五
四

八
九
一
、

四
七

O
九

五
二
八
八
、

O
四
八
八

五
二
九

一
、
九
三

O
九

八
世
紀
前
牛
を
通
じ
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
天
賓
末
期
の
ピ
l
ク
に
至

っ
て
い
る
。
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か
つ
載
籍
戸
口
自

た
ら
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
載
籍
戸
口
が
貫
在
戸
口
の
ど
れ
だ
け
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
た
か
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、

世
に
も
偽
籍
に
伴
な
う
ゆ
が
み
を
含
む
貼
を
考
慮
す
る
な
ら
、
戸
口
漸
増
を
翠
純
に
肯
定
的
評
債
と
結
び
つ
け
る
に
は
慎
重
を
要
す
る。

た
だ

右
統
計
を
通
じ
、
開
元
十
年
代
の
戸
口
増
が
前
後
に
比
し
特
に
大
き
い
鮎
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
こ
の
貼
は

E
覗
的
に
嘗
代
括
戸
政
策
の

成
果
の
反
映
と
解
し
て
支
障
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
園
的
な
か
か
る
傾
向
の
中
に
あ

っ
て
敦
埠
地
方
も
同
様
に
戸
口
増
加
を
記
録
し
た
。
敦
爆
地

両

方

(
沙
州
〉
の
唐
代
戸
口
統
計
で
今
日
俸
わ
る
数
字
は
、

77 

の
三
種
で、

A 

四
二
六
五

戸

B 

戸

六
四
六
六

C 

戸

六
三
九
五

A
は
貞
観
年
間
ら
し
く
、

口

三
二
二
三
四

B
は
開
元
と
明
記
さ
れ
、

口

一
六
二
五

O

帯
四
唐
書
四

O

新

唐

書

四

O

元
和
郡
蘇
志
四
O

通
典
晶
也

一
七
四

C
は
激
埋
郡
と
あ
る
黙
か
ら
天
賓
時
代
と
推
定
さ
れ
る
。
結
局
初
唐
か
ら
盛
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唐
に
か
け
戸
数
は
約
五
割
増
、

口一
数
は
倍
増
し
て
お
り
、
全
国
的
傾
向
と
大
鰻
併
行
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
開
元
年
聞
に
戸
数
充
賓
の
み
ら
れ

た
黙
は
確
認
し
得
る
。

か
か
る
開
元
時
代
の
敦
埠
の
繁
祭
の
象
徴
と
も
稿
す
べ
き
は
、
莫
高
窟
に
南
大
像
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
千
併
洞
に
盤
立
す
る
南
北

二
大
像
の

一で
あ
る
南
大
像
は
、
開
元
年
聞
に
借
蕗
諺
が
郷
人
馬
思
忠
ら
と
造
立
し
高
さ
一
二

O
尺
と
莫
高
窟
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
威
逼
六

年
(u
t
h
)
正
月
に
書
か
れ
た
本
記
は
唐
代
の
特
筆
す
べ
き
造
像
と
し
て
南
北
雨
大
像
の
み
あ
げ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
が
嘗
代
か
ら
重
要
な
紀
念

事
業
と
し
て
郷
人
に
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
、
北
大
像
の
造
一
顧
さ
れ
た
延
載
二
年
(
駄
軌
)
と
開
元
年
聞
が
莫
高
窟
の
盛
容
を
象
徴
す

同

る
年
代
で
あ

っ
た
。
他
方
煩
煙
豚
の
開
元
一
四
年
の

一
連
牒
案
は
管
下
の
欠
負
銭
の
追
徴
が
勘
行
さ
れ
て
い
た
次
第
を
俸
え
て
お
り
、
首
代
官

紀
の

一
定
の
践
し
さ
を
示
す
e

天
賓
六
載
戸
籍
に
額
著
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
女
口
過
多
、
男
女
数
不
均
衡
の
棋
大
旬
、

天
賓
十
載
頃
差
科
簿
に

同

み
え
る
従
化
郷
の
死
亡

・
逃
走
の
過
大
等
、
籍
帳
支
配
の
弛
緩
を
示
唆
す
る
現
象
と
の
針
比
に
お
い
て
、
開
元
十
年

〈
籍
〉
な
ど
に
現
れ
た
戸

口
検
括

・
籍
帳
整
備
の
志
向
は
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
従
来
唐
代
史
研
究
諸
家
の
夙
に
注
目
さ
れ
数
多
の
論
考
が
積
重
ね
ら
れ
て
き
た
嘗
代
字
文
融
の
括
戸
政
笹川
に
つ
い
て
、
我
々
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は
一
個
の
具
躍
的
覗
貼
を
加
え
る
に
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
嘗
代
史
の

一
般
的
背
景
や
括
戸
政
策
の
研
究
史
及
び
問
題
勅
に
つ
い
て
は
、
近

年
の
稿
波
護
氏
の
要
を
得
た
概
観
等
に
よ
り
周
知
の
所
で
あ
り
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
殆
ど
省
略
に
従
が
う
。
た
だ
逃
戸
を
検

括
し
、
客
戸
を
付
籍
し
剰
回
を
把
握
し
、
律
令
制
支
配
を
再
編
強
化
し
よ
う
と
す
る
い
わ
ば
俸
統
擁
護
者
と
し
て
の
側
面
と
、

勘
農
使
等
使
職

の
職
権
を
通
じ
皇
帝
の
た
め
に
財
源
横
張
に
努
め
、
緊
数
の
臣
と
し
て
新
た
な
財
政
官
僚
の
さ
き
が
け
と
位
置
付
け
ら
れ
る
反
面
を
あ
わ
せ
も

つ
字
文
融
な
ら
び
に
そ
の
政
策
を
、
正
嘗
に
再
許
慣
す
る
た
め
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
な
お
大
さ
い
現
肢
に
あ
る
。
本
稿
の
敦
埋
籍
の

検
討
の
結
果
、
開
元
七
年
十
二
月
十
三
日
符
に
よ
り
不
法
に
分
離
せ
る
戸
口
の
合
貫
質
施
が
知
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
開
元
九
年
正
月
の
監
察
御

史
字
文
融
の
著
名
な
戸
口
検
括
の
上
言
に
先
立
っ
て
、
既
に
戸
口
把
握
強
化
の
施
策
が
存
し
た
と
と
を
数
え
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
括
戸
政
策
は

遠
く
武
后
時
代
の
李
幡
ら
の
逃
戸
針
策
を
受
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
開
元
初
年
以
来
の
濫
官
・
信
道
淘
汰
や
私
鍔
禁
止
等
一
連
の
綱
紀



粛
正
に
つ
ら
な
る
籍
帳
整
理
を

一
段
と
強
化
し
た
施
策
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
籍
帳
こ
そ
郷
里
を
通
じ
均
田

・
租
調
役

・
府
兵
等
諸
制
度
の
組

合
わ
さ

っ
た
律
令
制
支
配
を
貫
徹
す
る
必
須
の
要
具
で
あ
り
、
そ
の
整
備
は
す
べ
て
の
支
配
の
基
礎
と
な
る
。
括
戸
政
策
の
成
否
も
一

に
か
か

っ
て
籍
帳
の
整
理
如
何
に
存
し
た
と
稽
し
て
過
言
で
な
い
。
し
て
み
る
と
彼
の
上
言
の
翌
年
、
都
か
ら
這
か
に
距
た
る
西
港
沙
州
の
造
籍
に
、

如
上
の
検
括
成
績
が
認
め
ら
れ
る
貼
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
更
に
ド
イ
ツ
探
検
撤
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
か
ら
将
来
し
た
戸
籍
断
片
に
は
、
開

元
十
年
ヤ
(
一
向

F
廿

一
日
勅
に
よ
り
虚
掛
ロ
が
削
除
さ
れ
た
旨
の
注
記
を
見
出
川
、
更
に
西
方
の
西
州
に
ま
で
籍
帳
黙
検
の
及
ん
だ
こ
と
を
知

る
。
か
よ
う
に
開
元
十
年
・
十
三
年
籍
に
籍
帳
整
理
の
著
し
い
形
迩
を
見
出
す
こ
と
は
、
字
文
融
括
戸
政
策
が
西
過
の
河
西
這
に
ま
で
一
定
の

数
果
を
賀
し
た
様
相
を
確
認
さ
せ
る
。
同
時
に
開
元
十
年
の
敦
濯
で
府
兵
の
多
数
徴
設
を
み
た
貼
か
ら
、
籍
帳
整
備
と
徴
兵
の
密
接
な
連
闘
を

見
出
す
。
嘗
時
西
迭
の
沙
州
に
お
い

て
は
な
お
衛
士
徴
兵
に
よ
っ
て
兵
備
の
充
賓
が
寅
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
府
兵
制
が
未
だ
く
ず
れ
て

い
な
か

っ
た
貼
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
時
代
が
E
硯
的
に
み
て
新
兵
制
の
撞
頭
時
期
に
あ
た
り
、
十
二
衛
の
宮
衛
兵
士
が
新
た
は

強
騎
に
き
り
か
え
ら
れ
、
進
防
に
健
児
が
差
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
府
兵
制
が
有
名
無
質
化
に
お
も
む
さ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

そ
れ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
な
お
現
貫
に
機
能
を
有
し
た
衛
士
の
徴
設
を
無
視
し
て
は
な
る
ま
い
。

で
あ
る
が
、
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要
す
る
に
開
元
の
括
戸
政
策
は
、
府
兵
制
崩
壊
の
劉
雁
策
と
い

っ
た
限
定
的
性
格
の
施
策
に
と
ど
ま
ら
ず
、

数
千
高
の
人
民
と
専
制
王
朝
の

苛
烈
な
階
級
闘
争
の
底
流
の
上
に
展
開
さ
れ
た
支
配
権
力
の
鐙
系
的
な
盟
制
強
化
策
で
あ

っ
て
、
特
に
人
民
把
握
の
原
黙
を
な
す
籍
帳
の
貼
検

整
備
に
焦
黙
を
す
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
我
々
は
敦
埠
籍
帳
草
案
の
零
細
な
断
巻
に
も
そ
の
な
ま
な
ま
し
い
息
吹
き
を
感
じ
と
る
の
で
あ
る
。
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註ω
池
田
「
中
関
古
代
籍
帳
集
録
」
北
海
道
大
翠
文
謬
部
紀
要
一
九
四
、

一
九
七
一
年
。
以
下
引
用
の
際
は
「
籍
帳
集
録
」
(
抽
印
頁
数
)
と
略
稿
。

ω
池
田
「
敦
爆
被
見
唐
大
暦
四
年
手
賞
残
各
に
つ
い
て
」
東
洋
撃
報
四

O

ー
二
、
三
、
一
九
五
七
年
。

山
本
達
郎

「
敦
煙
地
方
に
お
け
る
均
田
制
末
期
の
回
土
の
四
至
記
載
に

(3) 

闘
す
る
考
察
l
H開
元
十
年
籍
草
案
と
大
暦
四
年
手
賞
と
の
比
較
|
、
同

現
在
の
戸
主
と
過
去
の
戸
主
|
、
国
四
至
を
書
き
製
え
る
手
順
|」
東
方

皐
曾
創
立
二
十
五
周
年
記
念
東
方
翠
論
集

・
東
方
事
四
六

・
四
八、

一九

七
二
J
七
四
年
。

ω
土
肥
義
和

「唐
令
よ
り
み
た
る
現
存
唐
代
戸
籍
の
基
礎
的
研
究
」
東
洋
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風
干
報
五
二
|
一
・
=
、
一
九
六
九
年
。

伺
倒
え
ば
貞
観
十
四
年
九
月
安
十
一
白
蜘
延
手
賞
(
文
物
一
九
七
二
|
て

二

四
頁
悶
四
O
、
二
一
頁
解
説
。
「
新
彊
出
土
文
物
」
一
九
七
五
年
、
園
版
五

六
頁
八
六
)
。
載
初
元
年
一
月
高
畠
豚
手
賞
(
文
物

一
九
七
三
一
O
、

二
五
頁
闘
四
六
、
=
ニ
頁
解
説
。
「
中
華
人
民
共
和
国
出
土
文
物
展
覧
展
品

選
集
」
一
九
七
三
年
、
図
版
=
ニ
六
鋭
〉
下
文
五
Ol

一
頁
。
開
元
四
年

高
昌
豚
安
西
郷
安
祭
里
籍
(
文
物
一
九
七
三
|
一
O
、
六
O
頁
図
一
二
〉
。

開
元
廿
一
年
十
二
月
蒲
昌
豚
九
等
定
簿
(
文
物

一
九
七
五
七
、
二
一
頁

園
二
ハ
、
一
四
頁
解
説
)
下
文
五
九
|
六
O
頁
。
紳
龍
三
年
高
畠
豚
崇
化

郷
貼
籍
様
(
録
)
(
文
物
一
九
七
三
1

一
O
、
一
一
一
一
一
貝
解
説
。
「
新
彊
出
土

文
物
」
図
版
五
九
頁
九
O
。
人
民
査
報
一
九
七
五
l

て
四
一
頁
歴
史
文

物
上
園
)
下
文
六
一
|
二
頁。

制
「
籍
帳
集
録
」
一
五
i
一
七
頁
参
照
。
な
お
唐
代
の
造
籍
制
度
に
つ
い

て
は
玉
井
是
博
「
激
埠
戸
籍
残
簡
に
つ
い
て
」
東
洋
皐
報
一
六
1

二
、
一

九
二
七
年

(
「
支
那
枇
曾
経
済
史
研
究
」
所
枚
、
二
五
二
|
六
頁
)
。
仁
井
田

殴
「
唐
令
拾
遺
」
一
九
三
三
年
、
二
三
九
|
四
四
頁
。
同
「
唐
宋
法
律
文

書
の
研
究
」
一
九
三
七
年
、
六
五
四
l
六
一
頁
等
。
菊
池
英
夫
「
唐
代
史

料
に
お
け
る
令
文
と
詔
救
文
と
の
閥
係
に
つ
い
て
|
「
唐
令
復
原
研
究
序

説
」
の
一
章
|
」
北
海
道
大
祭
文
撃
部
紀
要
一
一
一
|
て
一
九
七
三
年
、

五
O
|
五
六
頁
。
参
照
。

的

令

義

解

(
新
-
訂
増
補
闘
史
大
系
本
、
以
下
同
)
九
六
頁
。
仁
井
田
陸

「
唐
令
拾
遺
」
一
一
一一
一
九
頁
。

制
仁
井
田
陸
「
唐
令
拾
遺
」
一
一
一
一
一九
|
四
O
一
頁
。

川
切
唐
律
疏
議
(
光
緒
庚
寅
重
刻
本
影
印
)
各
四
、
三
O
六
|
七
頁
。

帥
唐
律
疏
議
省
一
O
、
五
四
六
頁
。

ω
六
典
(
近
衛
版
影
印
)
倉
一
、
廿
八
背
|
廿
九
表
。
醤
唐
書

(中華帯一回

局
標
駄
本
)
昌
也
四
三
、

一
八
一
七
頁
。

帥

沓

唐

書
谷
八
、
一
八
九
頁
。

紳
令
義
解
、
一

一
八
頁
。

帥
通
典
(
商
務
印
書
館
十
通
本
)
昌
也
六
、
三
三
頁
。
仁
井
田
陸

「唐
令
拾

遺
」
六
七
四
頁
。

帥
宮
本
救
「
戸
籍

・
計
帳
」
(「古
代
の
日
本
9
研
究
資
料
」
所
枚
〉

一

九
七

一
年
、
二
五
九
、
二
七
O
|
七
一
頁
。

帥
延
喜
式
(
新
一
訂
増
補
園
史
大
系
本
〉
容
二
五
、
六
二
七
|
四
二
頁。

制
仁
井
田
陸
「
敗
燈
等
震
見
唐
宋
戸
籍
の
研
究
」
園
家
皐
曾
雑
誌
四
八
|

七、

一
九
三
四
年
、
五
O
頁
註
一
。
鈴
木
俊
「
唐
代
の
戸
籍
と
税
制
と
の

関
係
に
就
い
て
」
東
亜
七
|
九
、
一
九
三
四
年
、
二
O
頁
。
同
「
唐
の
均

田
制
と
租
庸
調
制
と
の
閥
係
に
就
て
」
東
亜
八
|
四
、
一
九
三
五
年
、

一

五
頁。

同

山
本
達
郎
「
敦
埋
設
見
の
大
足
元
年
籍
と
漢
書
刑
法
志
」
鈴
木
俊
教
授

還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
、
一
九
六
四
年
、
七

一
八
頁
。

同
令
集
解
(
新
訂
翁
補
園
史
大
系
本
〉
二
八
二一貝。

帥
令
集
解
、
二
八
二
頁。

帥

令

義

解
、
九
六
頁
。

帥

漢

書
(
中
華
書
局
標
駄
本
)
省
六
、
一
九
七
頁
。

帥

後

漢

書

(
中
華
書
局
標
鮎
本
)
省
一
下
、
六
三
頁
。

M
W

吉
田
孝

「戸
令
補
注
」
日

a
戸
籍

・
計
帳
(
日
本
思
想
大
系
「
律
令
L

所
枚
)
岩
波
書
底
、
一
九
七
六
年
、
印
刷
中
。

帥
「
中
華
人
民
共
和
園
出
土
文
物
展
覧
展
品
選
集
」
一
九
七
三
年
、

六
説
。
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帥

文

物

一
九
七
三

l
一
O
、
二
五
頁
園
四
六
。

帥
文
物
一
九
七
三
|
一

O
、
ご
ニ
頁
。

伺
新
唐
書
(
中
益
事
宙
局
標
貼
本
)
各
五
て

二
ニ
四
三
頁
。

帥
六
典
省
三
、
三

O
表。

帥
菊
永
貞
三
「
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
に
つ
い
て
」
史
料
編
纂
所
報
八
、

九
七
四
年
、
二
ハ
|
七
頁
。

的
唐
曾
要
(
商
務
印
書
館
園
祭
基
本
叢
書
本
〉
省
八
五
、
一
五
五
五
頁
。

冊
府
元
翁
(
中
華
書
局
崇
顧
版
影
印
)
倉
四
八
六
、
五
八

O
九
頁
。

伺
通
奥
谷
七
、
四
二
頁
。
「
唐
令
拾
遺
」
二
四
二
|
三
頁
。

M
W

令
集
解
、
二
八
六
頁
。

帥

1
「籍
帳
集
録
」
七
三
頁
。

2
同
七
九
頁
。

3
同
八
一
頁
。
4
同
一

一

二
頁。

5
同
一

一
六
頁
。

6
同
一
一
一
一
一
頁
。

7
同
一

一
一
五
頁
。

伺
「
籍
帳
集
録
」
一
六
=
一
頁
。

帥
干
稼
字
書
去
撃
に
は
「
包
良
貌
上
俗
申
通
下
正
」
と
み
え
る
。

伺
池
田
「
敦
燈
設
見
唐
大
暦
四
年
手
賞
残
容
に
つ
い
て
」
東
洋
皐
報
四

O

ー
二
、
七

O
頁。

帥
菊
池
英
夫

「
唐
代
府
兵
制
度
拾
遺
」
史
林
四
三
|
六
、
一
九
六

O
年、

一
一
三
頁
。

倒

六
典
省
三

O
、
三
四
背
。

帥

1
「籍
帳
集
録
」
七
三
頁
。

2
同
一

一一一

O
頁
。
3
同
二
二
二
頁
。
4
同

一
三
四
頁
。
5
同
一
五
四
頁
。

帥
岸
俊
男
「
籍
帳
に
み
え
る
残
疾

・
康
疾
・
篤
疾
」
(
「
日
本
古
代
籍
帳
の

研
究
」
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
所
枚
〉
一

四

一l
l
五
四
頁
。

帥
六
典
容
三

O
、
三
四
北
向
。

制
六
血
(
昌
也
三
、
三

O
表
1

背。

帥
唐
曾
要
各
八
五
、
一
五
五
七
頁
。
冊
府
元
亀
谷
四
八
六
、
五
八
一

O
頁
。

伺
唐
曾
要
各
八
五
、
一
五
五
七
頁
。
冊
府
元
勉
容
四
八
六
、
五
八
一
一
頁
。

帥
唐
大
詔
令
集
(
商
務
印
書
館
校
印
本
)
出
包
囲
、
二
一
頁
。
冊
府
元
勉
容

五
九
、
六
六
二
頁
、
同
省
八
六
、
一

O
一
七
頁
。
同
容
四
八
六
、
五
八
一

一一
貝。

制
唐
曾
要
各
八
五
、

一
五
五
七
|
八
頁。

部
府
元
鐙
谷
四
八
六
、
五
八

一

二
頁
。

帥

日

野

開
三
郎
「
租
調
(
庸
)
と
戸
等
」
東
洋
史
事

一
一
、

一
九
五
四
年。

「玄
宗
時
代
を
中
心
と
し
て
見
た
る
唐
代
北
支
禾
団
地
域
の
八
・
九
等
戸

に
つ
い
て
」
祉
曾
経
済
史
率
二
一
|
五
・
六
、
一
九
五
六
年
。

倒
松
永
雅
生
「
均
田
制
下
に
於
け
る
唐
代
戸
等
の
意
義
」
東
洋
史
率

二一

一
九
五
五
年。

帥
西
村
元
佑

「
中
国
経
演
史
研
究
|
均
田
制
度
第
|」
第
三
篇
第
二
章
唐

代
敦
爆
差
科
簿
を
通
じ
て
み
た
唐
均
田
制
時
代
の
径
役
制
度
、
六
四

一
|

五
三
頁
等
。

側

鈴

木
俊
「
唐
の
戸
税
と
均
田
制
」
中
央
大
撃
文
築
部
紀
要
史
祭
科

て

一
九
五
五
年

・
「
唐
の
戸
等
と
税
役
」
東
方
皐
曾
創
立
二
十
五
周
年
記
念

東
方
皐
論
集
、
一
九
七
二
年
。

回
文
物
一
九
七
五
l
七
、
二
一
頁
国
一
六
、

一
四
頁
解
説
。

闘
太
卒
蜜
{
手
記
倉
一
五
六
西
州
篠
に
は
蒲
日
目
前
脚
を
二
郷
と
す
る
。
一
郷
は

五
里

(
五
百
戸
〉
が
標
準
。

制
文
物
一
九
七
五
|
七、

一
四
頁
。

闘
冊
府
元
亀
谷
四
八
七
、
五
八
二
九
頁
。

同
「
新
彊
出
土
文
物
」
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
五
九
頁
園
版
九

O
。

人
民
査
報
一
九
七
五
l
て
四
一
頁
歴
史
文
物
上
園
。
文
物
一
九
七
三
|
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一
O
、
一

三
頁
及
び
人
民
査
報
は
鮎
籍
録
と
し
、

貼
籍
様
と
す
る
。

日

文

物

一
九
七
三
|
一
O
、
一
一
一
一
頁
。

印
池
田
「
8
世
紀
中
葉
に
お
け
る
敦
爆
の
ソ
グ
ド
人
凝
務
」
ユ

ー
ラ
シ

ア

文
化
研
究
て
一
九
六
五
年
参
照
。

開
玉
井
是
憎
「
激
煙
戸
籍
残
簡
に
つ
い
て
」
(
「
支
那
枇
曾
経
済
史
研
究
」

岩
波
書
活
、
一
九
四
二
年
所
牧
)
二
五
五
|
五
七
頁
。

側
鈴
木
俊
「
戸
籍
作
製
の
年
次
と
唐
令
」
中
央
大
亭
文
皐
部
紀
要
九
、

一

九
五
七
年
。
注
川
土
肥
義
和
論
文
(
上
)
一
一
一
二
|
二
ハ
頁
。

制

高
畠
燃
籍
坊
勘
地
牒
〈
臼
T
A
M
お
)
、
文
物
一
九
七
三
l
一
O
、
二
ニ

頁
。
二
三
頁
闘
三
五
。

帥

唐

曾

要
各
八
五
、

一五
五
九
頁
。
術
府
元
勉
各
四
八
六
、
五
八
O
九
頁
。

脚
唐
曾
要
各
八
五
、
一
五
五
九
頁
。
冊
府
元
総
省
四
八
六
、
五
八
O
九
頁
。

制

「

籍
帳
集
録
」
九
一
ー
ー
二
頁
。

附
唐
曾
要
各
八
五
、
一
五
五
九
頁
。
冊
府
元
組
谷
四
八
六
、
五
八

一
一
頁
。

側
「
籍
帳
集
録
」
一
六
四
l
五
頁
。

間
唐
曾
要
谷
八
五
、

一
五
五
九
頁
。
冊
府
元
総
省
四
八
六
、五
八

一一

頁。

側
王
永
輿
「
敦
煙
唐
代
差
科
符
考
岡
崎
」
歴
史
研
究

一
九
五
七
l

一一一。

側
西
村
元
佑
「
唐
代
敦
爆
差
科
簿
の
研
究
」
西
域
文
化
研
究
第
一
一
一

M
L…吐

曾
経
済
資
料
下
、
一
九
六
O
年
。
訂
補
を
加
え
向
者
「
中
園
経
澱
史
研
究

|
均
田
制
度
筋
|
」
東
洋
史
研
究
食
、
一
九
六
八
年
所
収
。

刊
日
野
閲
三
郎
「
唐
代
租
翻
腐
の
研
究
日
課
総
篇
上
」
一
九
七
五
年
。

何
通
典
出
世
六
、
三
三
頁
。
「
唐
令
姶
遺
」
六
八

O
|
八

一
頁。

同
岸
俊
男
「
い
わ
ゆ
る
「
陸
奥
関
戸
籍
」
の
残
簡
」

(
「
日
本
古
代
籍
帳

の
研
究
」
所
牧
〉
一
七

0
1
七
三
頁
。

「新
彊
出
土
文
物
」
は

同
「
籍
帳
集
録
」

一
七
八
頁
。

刊
「
籍
帳
集
録
」
二
O
頁
。

同

イ
「
籍
帳
健
常
録
」
六
=
一

i
六
八
頁
。

ロ
同
六
九
|
七一

頁
。
ハ
同
七
二

七
八
頁
二
本
文
五
O
l

一
頁
。
ホ
「
籍
帳
集
録
」
一
四
七
|
八
頁。

へ
本
文
六
一
|
二
頁
。
ト

「
籍
帳
集
録
」

一五
一一一|
六
一
一
員
。

同
「
籍
帳
集
録
」

一
O
三

・一

一
九

・
九
九
頁
。

開
池
田
「
中
国
古
代
の
租
佃
契
剛
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
六
五
、

一
九

七
五
年
、
六
三
|
四
、
七
四
|
七
頁
。

問
唐
長
話
「
関
子
武
則
天
統
治
末
年
的
浮
逃
戸
」
歴
史
研
究
一
九
六

一
ーー

六
。
中
川
町
学
「
唐
代
の
逃
戸
・
浮
客

・
客
戸
に
闘
す
る
覚
書
」
一

橋
論
叢

五

O
|
三、

一
九
六
三
年
。
張
津
威
「
唐
代
的
客
戸
」
歴
史
論
叢
て

一

九
六
四
年
等
参
照
。

問
「
籍
帳
集
録
」
七
八
|
八
八
頁
。

側
こ
れ
ら
敦
爆
戸
籍
中
の
草
案
に
つ
い
て
筆
者
は

一
九
六
七
年
十
一
月
の

史
祭
曾
東
洋
史
部
曾
で
筒
箪
な
報
告
を
お
こ
な
っ
た
(
史
息
子
曾
第
前
回
大

曾
プ
ロ
グ
ラ
ム

一
一
一
|
一
二
一
貝
。
史
的
学
雑
誌
七
六
|
一
二
、
一
九
六
七
年
、

八
O
頁
〉
。

こ
れ
ら
草
案
の
詳
細
な
研
究
は
註
判
土
肥
義
和
論
文
参
照
。

削
「
籍
帳
集
録
」
七
九
頁
。

倒
パ
リ
俳
闘
国
立
国
書
館
磁
ベ

リ
オ
将
来
敦
爆
漢
文
文
献

(P
三
八
一
三

蹴
背
)
、
一
五
六
|
七

一
行
。

倒
「
唐
令
拾
遺
」
戸
令
二
三
六
三
七
頁
。

制
原
容
は
開
元
十
年
懸
泉
郷
籍
腹
案
(
九
紙
、

P
三
八
九
八

+
P
三
八
七

七
A
-
P
一ニ
八
七
七

Bγ
中
間
一
紙
倹

・
開
元
年
間
般
建
前
脚
籍
草
案
(
二

紙
、
末
紙

一
部
存
、

S
六
二
九
八
)
・
開
元
四
年
慈
恵
郷
籍
抄
録
(
六
紙
、

末
紙
太
牢
敏
、

P
三
八
七
七
C
)
を
連
貼
し
、
そ
の
紙
背
に
左
端
か
ら
右
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回

方
へ
向
け
道
宣
「
大
唐
内
奥
録
」
抄
出
文
(
大
正
競
経
第
五
五
省
二
二
九

頁
中
J
一一一四

O
頁
中
相
官
。
但
だ
中
間
に
現
行
本
に
み
え
ぬ
軍
本
一
切
経

序
を
含
む
)
を
書官持
し
て
あ
る
。

倒

「籍
帳
集
録
」
七
二
|一一一頁

・
七
五
頁。

倒
「
籍
帳
集
録
」
一
六

O
頁。

制
「
籍
帳
集
録
L

一
O
三
頁
。

側

註

ω土
肥
義
和
論
文
(
下
〉
一
=
二
四
四
頁
に
は
給
田
記
載
の
不
一

致
を
詳
論
し
、
前
籍
時
に
比
し
開
元
四
年
籍
で
己
受
問
、
が
大
幅
に
減
少
し

た
と
解
さ
れ
る
が
、
充
分
説
得
的
で
は
な
い
。
本
籍
抄
録
が
必
要
な
個
係

の
み
を
書
抜
い
た
鮎
は
疑
い
な
い
か
ら
、
地
段
記
載
の
若
干
を
省
い
た
可

能
性
は
否
定
し
得
な
い
。

但
だ
董
回
心
筋
戸
の
み
は
、
土
肥
氏
所
論
と
は
逆

に
集
計
記
載
の
方
が
減
少
を
一
示
す
の
で
、
該
戸
の
手
貨
に
地
段
増
加
が
存

し
た
と
も
み
ら
れ
る
。

側

十
周
己
上
と
は
、
任
期
十
回
以
上
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
三

O
年
己
上
術

士
に
在
勤
せ
る
者
を
放
苑
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

側

差
科
簿
に
の
せ
る
術
土
の
年
齢
分
布
に
つ
い
て
は
側
西
村
元
佑
論
文
五

九

九

六

O
一
頁
、
菊
池
英
夫
悌
論
文
一
二
三
五
頁
参
照
。

制

民
「
仲
勉

「
突
阪
集
史
」

上
品旬
、
中
華
書
局
、
一

九
五
八
年
、
四
O
九

|

一O
頁。

側
資
治
通
鑑
(
古
籍
出
版
紅
標
鮎
本
〉
轡
二
一
二
、
六
七
四
三
頁
。

制
等
仲
勉
「
突
阪
集
史
」
土
谷
、
四
一
一
一

l
一
九
頁。

制

冊
府
元
勉
容
六
八
帝
王
部
求
賢
二
、
七
六
二
頁
。
唐
大
詔
令
集
名

一
O

二
、
五
一

二

頁
は
同
認
を
開
元
九
年
九
月
と
す
る
。

側

与

仲

勉
「
陪
唐
史
」
高
等
教
育
出
版
社
、
一
九
五
七
年
、
三
五
七
|
八
頁
。

側

A
沓
唐
書
各
四

O
、
二
ハ
四
四
頁
・
新
麿
書
各
四
O
、
一

O
四
五
頁。

B
一冗
和
郡
勝
志
(
商
務
印
書
館
園
田宇
基
本
叢
書
本
)
容
四

O
、

頁。

C
週
典
省
一
七
四
、
九
二
三
頁
。

例

謝

稚

柳

「
敦
爆
要
術
教
録
」

古
典
文
祭
出
版
枇
、
一
九
五
七
年
、
四

O

二
頁
。

側
北
原
燕
「
唐
代
敦
爆
燃
の
論
決
せ
る
答
杖
刑
文
書
二
種
l
開
元
十
四
年

理
欠
馬
吐
銭
牒
案
」
中
園
前
近
代
史
研
究

て
一
九
七
五
年
。

側
池
田
註

ω論
文
。

剛
池
田
註
側
論
文
。

剛
岡
崎
文
夫
「
字
文
一
蝕
の
括
戸
政
策
に
就
い
て
」
支
那
事
二
l
五、

一
九

二
二
年
。
鈴
木
俊
「
字
文
融
の
括
戸
に
つ
い
て

」
和
田
博
士
還
暦
記
念
東

洋
史
論
叢
、
一

九
五
一
年
。
中
川
皐
「
唐
代
に
お
け
る
均
図
法
・
租
庸
調

法
の
反
復
公
布
と
括
戸
政
策
」
一
橋
研
究
九
、
一
九
六
二
年
。
同
「
租
庸

調
法
か
ら
一
周
税
法
へ
の
鴨
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
据
」
経

済
摩
研
究

一
O
、
一
九
六
六
年
。
砺
波
護
「
唐
の
律
令
償
制
と
字
文
融
の

括
戸
」
東
方
製
報
四
て
一
九
七

O
年
。
同
「
雨
税
法
制
定
以
前
に
お
け

る
客
戸
の
税
負
挽
」
東
方
向
学
報
四
三
、
一
九
七
二
年
。

刷
脳
波
註
「
唐
中
期
の
政
治
と
批
〈
宿
」
岩
波
講
座
世
界
歴
史
5
所
枚
、
一

九
七

O
年。

側

、『
F
O
B
g
吋

Z
H
F
O
U
匂

g
m
B
o
z
o
の
F
2
2
F
R
F
2
出

ω
E
F巳
Z
‘

日
聞
い
臼
件
。
『

ι
2
叶
白
口
問

4N
OX
5
ι
2
∞2
-
5
0円
、
『
ロ
ユ
曲
ロ

fω
向日

B-zロ
m-

F
A
E
o
-
-
E問
。
口
品
。
凹
回
目
的
去
に

Z
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in the Gshika rtse region.　It is not to be disregarded that when Ｔｉt-ｆａｎ

吐蕃rose, there was Tii-ｙｕ-him吐谷渾betweenＴｉｌ-ｆａｎ吐蕃and the

Empire of Tang唐｡

　　

Besides，　Xi-liCountry悉立國, which was to the south-west of Til-ﾁﾞ皿

吐蕃, may be Spa-gro in Bhutan, and Ｚｈａｎｇ-ｑiii-ho章求抜,which was to

the west of Xi-li Country 悉立國, wasＬｉｏｎｒgTｙｕ　pa(roving tribe) and

may be assumed to have lived in Sikkim district.

A study on the Existing Family Registersin

Ｋａｉ－!ｍａｎ開元Era

011 Jkｅｄａ

　　

In this article,l investigate the system for the family registration

from the late seventh century to the mid-eighth century in Ｔａｎｇ唐

period, by reference to certain materials recently discovered in an　old

tomb of the Turfan basin and the registersin Japan in the beginning of

the eighth century.　Thus, l aim to make clear the actual conditions of

the annual shoii sh丿手賓, ji zkang計帳and mao励智貞定, and the

actual way of ranking of each family, which was practiced every three

years.

　

０ｎthe other hand, l modify partly the opinion of Mr. Shun Suzuki

on the chronology of making registersin Ｔａｎｇ唐period,and assume that

the registers had been made in each year of the Ox, the Dragon, the Ram

and the Dog from the start of Ｔの智唐to the beginning of the twenties

in Kai-yμのz開元era, and then those practices were　out of fashion in

the twenties.

３－



　　

In the existing registers in Ｄｕｎｈｉｉａｎｇ敦煌and Turfan, from the

age of Ｚｅぶのz ｇz･;-/･四則天武后up to the fourth year of Kai-yuan開元，

we find some conspicuous cases of the escape of the family-members and

the false registration.　Since the seventh or eighth year of 瓦詞一仰四開元，

the enquiry of the family-members was promoted and the domicile of the

family-members who had scattered before were put in order and in the

ninth year of this era, there was　a large-scale conscription ｏ{　ｗeiｓki衛士。

　　

Thus, through the existing registers, we find that the famous Ｋｕｏ　hｕ

括戸policy by Yu z･jen-rong宇文融concentrated　on　the　enquiry　and

arrangement of the registers and that policy obtained ｇｏｏｄresults in the

western district of China as well.

A Stｕdｙof the Relations between the Mongols and

Western Europe: ａ Reappraisal of Erchelthay's

Letter Adressed to Louis IX

Tｅtｓｕo Ehiｓａｗａ

　　

In 1248 while staying at Nicosia, Louis IX received ａ visitof two

men, who professed themselves to be emissaries sent by Erchelthay, ａ

Ｍ:ongol general.　They handed over　ａletter to him.　It is generally

described by European Orientaliststhat it was ａgenuine diplomatic docu-

ment of the general intending to enter into an alliance with the Franks･

But judging from the contents it is haｒdlｙlikely　that the letter was

written and entrusted to them by the general himself.　The author suggests

such a hypothesis as follows.
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